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たことなどに表れていると思います。このような不確

実な時代をもたらした1つの要因は、スマートフォンと

ソーシャルメディアが爆発的に普及し、個人の発言力

が強化されたことです。これはデジタルテクノロジー

の進化により利便性が高まった半面、個からの新たな

要求や価値形成により商品やサービスが評価され、刻々

と変化を遂げるため、企業側がそれに迅速かつ柔軟に

対応することが求められるようになったということです。

人の価値評価の根底には個人の絶えず移り変わる「気

持ち（エモーション）」が関係しています。社会の活気を

示す景気の「気」は気持ちの「気」と言われていますし、

把握し難い深層部分の理解が様々な社会課題を解決す

るための重要なテーマになってきていると言えます。

人の気持ちを形成する決め手となるのが、スマートフォ

ンとソーシャルメディアなどから生成されるデータです。

そのデータをいち早く集め、解析し、気持ちを多面的

に理解すること、すなわち「データ利活用」が重要なの

です。

いち早くデータ利活用に着目してきた代表的企業が

GAFA（Google、Apple、Facebook、Amazon）と呼ば

れるメガプラットフォーマーです。世界のトップ10に

入るその時価総額は4社共に50兆円を超え、日本企業の

トップであるトヨタ自動車の倍以上です。その影響力

の大きいメガプラットフォーマーの提供サービスでは、

知創の杜 2019年Vol.1 発刊にあたり

いつも知創の杜をお読みいただき、心より御礼を申

し上げます。

知創の杜は、2009年に発刊して以来、発刊10年目を

迎えることができました。2014年からは冊子版も発行

開始し、今号で通巻39号目になります。ひとえに皆様

に支えていただいた結果であり、これからも旬なテー

マに対する富士通総研のメッセージをお届けしていく

所存です。本号では2019年の経済展望とともに、デー

タ利活用のテーマを取り上げました。

私たちのビジネスや生活、社会を取り巻く環境は、

ダイナミックに変化しており、VUCA＊時代とも言われ

ています。その大きな要因として、テクノロジーの進

化を忘れるわけにはいきません。それは世界的な潮流

であり、IoT、BigData、AIを筆頭にデジタルテクノロジー

は日々進化を重ね、社会のデジタルイノベーションが

大きなテーマになっています。FinTech、AgriTech、

EdTechなど、産業と技術の融合を図る変革を表す造語

が生まれ、必要な取り組みとして定着しています。

その一方で、世の中がどのように変わるのか、人は

何を価値として評価しているのか、分かり難くなって

います。その代表例は、Brexitが賛成多数で可決され、

米朝首脳会談が開催され、潜在意識を解き放つ結果に

なるトランプ大統領のアンリーシュ発言が話題になっ
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人の価値評価の深層部分である「気持ち」を定量化する

ために、一部では「いいね」ボタンなどが使われています。

しかしながらボタンを悪用するケースも散見され、安

心して利便性を享受するためにはデータの信頼性担保

が克服すべき社会的課題になっています。

富士通グループは「人を幸せにする会社」を標榜して

います。これは非常に重要なテーマであり、企業の存

続価値を最大限に言い表した言葉です。例えば、アラ

ブ首長国連邦（UAE）では2016年に「幸福担当大臣」を新

設し、ドバイは都市開発プロジェクト「スマート・ドバイ」

の中で、世界一幸福な都市を目指すことを掲げ、世界

で初めて幸福度メーターの採用を行いました。政府機

関やスーパーマーケットなどに幸福度メーターが設置

され、3種類の顔マークを押すことで利用者満足度を調

査しているようです。最近では、シンガポールなどで

イミグレーション後に同じようなメーターが設置され

ています。この取り組みでは、IoTを駆使したメーター

から集まるデータを分析して、AIで真の価値を発見し、

利用者の満足度を高めることに貢献しています。

データ利活用というテーマに対しては、「何を今さら」

と言われる方も多いかもしれません。情報が第4の経営

資源と言われて久しいからです。今、富士通グループ

が取り組んでいるのは、「人の気持ちの深層部分」を対象

とした、利用者の満足度向上という究極のサービスを

実現するためのチャレンジです。つまり、真のエモーショ

ナルサービスを確立することを目指しているのです。

例えば、リコメンドサービス等で、個人に最適化され

た情報が過度に表示される場合などは不快感を与えて

しまいます。利用者は適度に「心地良い」エモーショナ

ルサービスを待ち望んでいるのです。

私たちは「人を幸せにする会社」となるべく、データ

利活用の分野においても、社会やお客様の未来づくり

に貢献していく所存です。

これからも知創の杜をご愛顧いただきますよう、よ

ろしくお願い申し上げます。

＊  Volatility：変動性、Uncertainty：不確実性、
Complexity：複雑性、Ambiguity：曖昧性

株式会社富士通総研  代表取締役社長

香川  進吾
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2019年の経済見通し：
近づく内外景気の転換点

今年1月で今次景気拡大は戦後最長になるでしょう。しかし、そこから先は決して楽観は許されません。今年

か来年のどこかで景気後退に向かう可能性が高いです。景気後退が来ても、次の転換点までの間に、これまで達

成できなかった中長期的な課題にきちんと向き合うことが大事です。

特  集

株式会社富士通総研
経済研究所

エグゼクティブ・フェロー　早川　英男

 執筆者プロフィール

早川　英男（はやかわ　ひでお）
株式会社富士通総研 経済研究所 エグゼクティブ・フェロー

1954年愛知県生まれ。1977年東京大学経済学部卒、日本銀行入行。1983～1985年米国プリンストン大学大学院（経
済学専攻）留学（MA取得）。調査統計局長、名古屋支店長などを経て2009年日本銀行理事。日本銀行在職期間の大
部分をリサーチ部門で過ごした後、2013年4月より現職。
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1. 減速が明確となった昨年の日本経済

昨年初の本欄（注1）で2018年の日本経済について、景

気拡大のスピードは鈍化するが、大枠として「適温経済」

が続くだろうと予想しました。実際、景気の拡大基調

は何とか維持され、今年1月で02年から07年まで続い

た「いざなみ景気」を抜いて、今次局面が戦後最長の景

気となったと見られています。しかし、昨年中の実質

GDP成長率は、1～3月が前期比年率－1.3％、7～9月が

同－2.5％と2度までもマイナス成長になってしまいま

した。もちろん、7～9月のマイナス成長には豪雨や地

震等の自然災害が大きく影響していますので、10～

12月にはある程度のリバウンドが期待できます。それ

でも、予想以上に明確な景気減速になったことは否定

できないと思います。

その背景にあるのは、（図表1）のグローバル製造業

PMI（Purchasing Managers' Index：購買担当者景気指

数）の動きが示すように、一昨年の日本経済の好調を支

えた世界景気、とりわけ上向きの製造業循環が17年末

をピークに急速に減衰したことです。事実、昨年の世

界経済は巨額の減税が景気を押し上げた米国を別にす

ると、欧州、日本、中国といずれも景気減速が明確化し、

言わば「米国一強」になってしまいました。世界中が好

況を謳歌した一昨年とは様変わりです。

では、なぜ世界景気が減速したのかを考えると、1つ

にはそもそも一昨年が「でき過ぎ」だったことが挙げら

れるでしょう。例えば、未だに混迷を極めるBrexitを先

頭にあれだけ多くの政治的困難を抱えた欧州が2年連続

で＋2％台の成長を実現したのは明らかに「でき過ぎ」で

したし、「通常のシリコン･サイクルを超えて需要が急増

を続ける」という半導体スーパーサイクル論登場の背後

には仮想通貨バブルに伴うマイニング需要の急増があっ

たと考えられます。また、腐敗追放を掲げる中国政府

が引き締め気味の経済政策を続けたことも影響しまし

た。さらに、16年までは極めて慎重だった米国FRBの

利上げペースが17年以降速まったことが徐々に効いて

きたのが、もう1つの要因でしょう。米国の利上げ局面

では金融緩和時に流れ込んでいた資金が引き上げられ

て、新興国の通貨が下落し、それをきっかけに金融引

き締め、景気悪化、場合によっては経済危機に追い込

まれるのが通例ですが、今回もトルコやアルゼンチン

などではそうした現象がみられました。一方、懸念さ

れている米中貿易戦争の影響は、今のところあまり顕

在化していません。その悪影響は、むしろ今後、より

明らかになってくると考えた方がいいと思います。

こうした海外経済の減速を背景に、一昨年の景気を

リードした輸出の伸びが昨年に入って明確に鈍化しま

した。これが日本での景気減速の最大の原因です（注2）。

この結果、鉱工業生産の伸びも目立って鈍化しました（鉱

工業生産も1～3月、7～9月と2回減少を記録しました）。

昨年の本欄では、今回の景気は6年近く一貫して改善し

ていると言うよりも、「ふた山型」と見た方が良いと述べ

ましたが、内閣府の景気判断の基となる景気動向指数

（CI）の動きを改めて確認してみると（図表2）、（1）アベ

ノミクスがうまくいった13年と、（2）輸出が力強く伸び

た16年後半から17年の2つの山を越えて、足もとは足

踏み、ないし幾分下向きになっていることが分かります。

実際、内閣府は景気動向指数に関する基調判断を昨年

特  集

2019年の経済見通し：近づく内外景気の転換点

● 図表1　グローバル製造業PMIの推移
 出所：日本銀行「経済･物価情勢の展望」、2018年10月
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は＋10.4％の高い伸びでしたし、大企業のみを対象と

する日本政策投資銀行調査（6月時点）は何と＋21.6％で

した。実績は、計画より多少下振れると思いますが、

近年稀に見る強気の設備投資計画だと言えます。ただし、

筆者は景気拡大6年目、後で述べるように景気の転換点

も遠くない時点で設備投資が大きく伸びるのは、タイ

ミングとしてやや遅すぎではないかとの印象を抱いて

います（当然ながら、景気回復初期の設備投資が最も収

益性が高い筈です）。実際、設備投資/GDP比率は現行の

GDP統計が存在する94年以降で最も高い水準に達して

おり（図表3）、19年度以降設備投資の伸びが鈍化してい

くことを示唆するものとなっています（注4）。

2. 近づく内外景気の転換点

本稿の冒頭に今年1月で今次景気拡大は戦後最長にな

るだろうと述べましたが、そこから先は決して楽観は

許されないと思います。

まず前提となる海外経済について考えてみると、足

もとは「米国一強」ですが、その米国景気を支えている

のは、言うまでもなく巨額のトランプ減税です。米中

貿易戦争の悪影響を別にしても、減税効果は徐々に減

衰していく一方で、FRBによる利上げの効果は累積的に

9月分から、従来の「改善を示している」から「足踏みを

示している」に下方修正しました（直近10月の数字はや

や大きめにリバウンドしていますが、これには自然災

害後の挽回生産が影響しており、このまま改善が続く

保証はありません）。

この間の内需の動きを見ておくと、個人消費は相変

わらずごく緩やかな伸びに止まりました。理由は単純で、

企業収益は絶好調と言ってもいい程なのに賃金があま

り上がらなかったからです。安倍首相は企業に＋3％の

賃上げを求めていましたが、厚生労働省調べ（民間主要

企業春季賃上げ要求・妥結状況）では昨春の賃上げ率は

＋2.26％と、16年（＋2.14％）、17年（＋2.11％）は上

回りましたが、＋3％には届きませんでした。定期昇給

部分を除いたベース･アップ率では＋0.4～0.5％程度で

すから、平均して＋1％前後だった物価上昇率に及ばな

かったのです（注3）。

そうした中で、昨年の日本景気下支えの役割を果た

したのは設備投資の堅調でした。今次景気拡大局面で

は企業収益の好調に比べて設備投資の出遅れが目立っ

ていたのですが、漸く企業の投資意欲が高まってきた

のです。実際、各種の設備投資計画調査をみると、

12月の日銀短観の18年度設備投資計画（全規模全産業）

● 図表2　景気動向指数の推移
 出所：内閣府「月例経済報告主要経済指標」

● 図表3　設備投資/GDP比率（名目）
 出所：日本銀行「経済･物価情勢の展望」、2018年10月
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味しますので、今年か来年のどこかで景気後退に向か

う可能性が高いということになります。

念のために付け加えると、仮に今年後半から景気後

退が始まるとしても、それは緊縮財政の結果というこ

とではありません。14年の消費増税は景気に予想以上

のマイナス効果をもたらしたと言われていますが、昨

年4月の日銀の試算によると、この時の家計のネット負

担増は8兆円に上りました（それでも景気回復の初期だっ

たため、景気後退には至りませんでした）。一方、今回

は増税幅が小さいことに加え、教育無償化や軽減税率

が導入されることから、ネット負担は2.2兆円という結

果でした（注6）。これにポイント還元やプレミアム商品券、

住宅･自動車減税といった消費増税対策、さらには公共

事業の積み増しが行われる結果、ネット負担はほぼ全

て吸収されることになったからです。それでも、消費

増税の前後では駆け込みと反動が生じます。また、ポ

イント還元等が功を奏して消費増税時をうまく乗り切っ

たとすると、今度は駆け込み需要の反動が今年10月か

ら来年7月へと後ズレする結果、東京オリンピック後の

不況をむしろ深くしてしまう恐れがあるのです（注7）。結局、

世界経済が絶好調だった17年4月を先送りして、循環的

に景気の勢いが衰えていくこの時期に増税を迎えると

いうのが最大の失敗だったと筆者は考えています。

こうした中、民間経済予測機関による18～20年度の

経済見通しをみると（図表4）、実質GDP成長率は3年連

続で＋0.6～0.7％と、＋1％前後とされる潜在成長率（内

閣府推計＋1.0％、日銀推計＋0.8％程度）を下回る経済

成長が続く姿になっています。明確に「景気後退」を予

想している調査機関はほとんどないのですが、これだ

けの低成長を予測しつつ、さらに米中貿易摩擦やBrexit

などの欧州リスク、新興国からの資金流出といった様々

なリスクを指摘していることを考えると、皆が自信を持っ

て「景気拡大継続」を想定しているとも思えません。上

記のように「今年から来年のどこか」と言うことはでき

ても、景気の転換点をピンポイントで予想することは

できないため、「景気後退」という表現を避けているだけ

ではないかと筆者は疑っています（注8）。

出てきますから、今年は米国景気も減速が避けられま

せん。また、筆者は米国の株価は過大評価だと考えて

いますので、金利上昇につれてバブル崩壊への懸念が

高まります（注5）。昨年末に起きた米国発の世界的な株価

急落は、1年前の本欄（注1）で指摘した「適温経済の罠」が

一部顕在化したと見ることができるでしょう。昨年の

終わり近くには景気後退の先行指標とされる長短金利

の逆転が起こり、米国景気の先行き懸念が囁かれ始め

ました。今年いっぱいはなお減税効果に支えられた景

気拡大が続いて、この夏には米国も戦後最長の景気を

達成した後、来年にはいよいよ景気の転換点というのが、

現時点での筆者の見立てです。

世界第2の経済大国＝中国では、貿易戦争への懸念も

あってすでに景気減速が目立ってきています。今後は

緩和的な財政金融政策で景気の下支えを目指すでしょ

うが、過剰債務の積み上がりなどを考えると、あまり

無茶な景気刺激策は取れないだろうと考えられています。

また、景気の減速が鮮明になる一方、Brexitの行方やイ

タリアの財政問題など多数の問題を抱えた欧州経済に

ついては、リスク山積と言わざるを得ません。さらに、

FRBの利上げが続く限り、新興国には資金流出圧力が加

わりますから、今年の世界経済は昨年以上に減速感が

強まっていくのが標準シナリオだと思います。

そうすると、米中貿易戦争が急転直下解決に向かう

といった、やや非現実的な想定をしない限り、昨年の

日本経済にブレーキを掛けた輸出が今年は伸びを高め

ると考えるのは無理でしょう。内需についても、賃金

の伸びが急に高まらない限り、個人消費主導の景気は

期待できませんし、前述のとおり設備投資の伸びも今

年は鈍化すると予想されます。それでも、筆者は今年

の早い段階で景気失速に陥ることはないだろうと見て

いるのですが、それは（1）今年の前半から10月の消費

税率引き上げに向けた駆け込み需要が始まる、（2）来年

のオリンピックに向けた建設投資などがまだ暫く景気

を支える、と考えているためです。しかし、これは逆

に言えば、景気の勢いがすでに失われつつある中で、

今秋と来年央に2度負のショックが襲って来ることを意

特  集

2019年の経済見通し：近づく内外景気の転換点
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しょう。しかし前述のように、景気の先行きが怪しく

なり、物価上昇率は原油価格や制度要因によるものと

はいえ大幅に低下する可能性が高まっていることを踏

まえると、副作用是正を行う自由度や時間的余地は失

われつつあると考えざるを得ません（注10）。

3. 「次の景気後退」に備える

筆者は先に「今年か来年のどこかで景気後退に向かう

可能性が高い」と書きましたが、その時期をピンポイン

トで示すことはできません。しかし、次の景気後退が

どのような性質になるのかは、意外に予想できるもの

です。また、安倍政権のスタートは今次景気拡大の開

始と同時（12年12月）だったので、景気の一循環を経て

「アベノミクスとは何だったのか」が見えてくる面もあ

る筈です。そこで以下ではやや想像を逞しくして、次

にやって来るだろう景気後退の姿について考えてみる

ことにしましょう。

まず、雇用情勢については心配無用だと思います。

若者には就職環境が良くなったのはアベノミクスのお

陰だと誤解している人が多いようですが、雇用の改善

は基本的には高齢化という人口要因によるものです。

現に、12年中の短い景気後退の間も、失業率や有効求

人倍率は改善を続けていました。今度景気後退が来ても、

人手不足が幾分和らぐ程度でしょう（注11）。しかし、それ

は現在の雇用改善が「アベノミクスの成果」ではないこ

とを確認することにもなります。

他方で心配なのは、アベノミクスが深刻な負荷を掛

けている金融･財政面です。日銀の超金融緩和が長期化

する中で、金融機関が収益悪化に苦しんでいるのは周

知のとおりです。金融庁によれば、地域金融機関の半

数以上が本業利益で赤字だと言います（図表5）。それで

も金融機関の経営破綻などが起こらないのは、企業倒

産が極端に少なく信用コストがほぼゼロだ（しばしば引

当金の繰り戻しで利益が発生していた）からです。しかし、

次の景気後退期に企業倒産が増えると、金融機関は引

当金を積み増しする必要に迫られますから、結果とし

●図表4　民間予測機関の18～20年度経済見通し（％）

2018年度 2019年度 2020年度

実質GDP成長率 ＋0.71 ＋0.68 ＋0.55

消費者物価上昇率 ＋0.87 ＋0.75 ＋0.74

注） 消費者物価は生鮮食品と消費税の影響を除くベース。日本経済研究センター
「ESPフォーキャスト調査」（2018年12月）。

次に物価面をみると、足もとの消費者物価（除く生鮮

食品）の前年比は＋1％程度となっていますが、それは

既往の原油価格上昇が大きく影響しているためで、生

鮮食品とエネルギーを除いたベースでは昨年11月時点

でわずか＋0.3％でした。最近の原油価格の下落を考え

ると、今後の物価上昇率はむしろ低下すると考えるの

が自然です。景気減速にもかかわらず賃金が小幅なが

ら上昇していることもあり、物価の基調は緩やかな上

向きだと筆者は理解していますが、日銀が掲げる2％の

物価目標が近い将来に達成されるとは到底思えません。

しかも、今後は制度的・政治的な物価押し下げ要因が

働いてきます。まず今年10月には幼児教育の無償化が

実施される予定で、これが消費者物価を－0.6％程度押

し下げると見られています。また、政府は携帯電話料

金の引き下げを強く求めており、もし本当に携帯料金

全体が4割引き下げられると、消費者物価を－1％近く

押し下げると試算されています。原油価格下落にこれ

らが加わると、今年中に消費増税の影響を除いたベー

スの消費者物価上昇率がマイナスに転化する可能性も

ないとは言えないのです（注9）（なお、消費者物価の民間

予想がやや高めとなっているのは、原油価格下落や制

度的･政治的要因を十分に織り込んでいないためだと思

います）。

日銀は昨年の7月に長期金利の上昇容認に踏み切りま

した。これは金融緩和のさらなる長期化が避けられな

いことを認めたうえで、副作用の是正を意図したもので、

機会を捉えて長期金利の水準をやや引き上げたり、ETF

（Exchange Traded Funds：上場投資信託）の購入額を

減らしたりすることを狙っていたと解釈されています。

その前提には、（1）景気は暫く好調が続く、（2）物価も2％

は無理でも上昇基調が続くという見通しがあったので
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企業部門を巡る環境は、前述の中間だと見ています。

企業収益の顕著な改善に比べ賃金はわずかしか上げま

せんでしたし、設備投資も全体としては抑制的でした

から、内部留保が大きく増えました（法人企業統計年報

によれば、17年度末の企業の内部留保は446兆円あま

りと、アベノミクス前の11年度末から約164兆円、名

目GDP対比で約3割増えました）。ですから、リーマン･

ショック級の激しい不況でなければ、大型倒産が相次

ぐといった事態は想定できません（注13）。しかし、フロー

の企業収益が円安の影響で大きく膨らんでいることも

事実です。次の景気後退期に海外で金融緩和が行われ

れば、利下げ余地のない日本との間で金利差が縮小し

ますから、相当の円高が進むことは避けられません（購

買力平価に相当する為替レートは1ドル＝90円台後半で

すから、1ドル＝110円前後はかなりの円安なのです）。

企業収益や株価への影響は軽視できないだろうと思い

ます。

そして、最も心配されるのは、景気後退時に日本に

はマクロ政策で対応する余地が極めて乏しいという点

です。日銀に追加金融緩和余地がほとんどないことは

明らかでしょう（2％の物価目標を掲げたのは、金融政

策の発動余地を創り出すのが狙いだったのに、今の日

銀は従来以上の手詰まりに陥っています）。さらに悪い

ことに安陪政権が財政健全化を怠ってきた結果、財政

発動余地まで失われつつあるからです。この関連で、

米国で現在「次の景気後退」に向けてどのような議論が

行われているかを紹介したいと思います。簡単にまと

めると、それは（1）米国の景気後退期には通常5％程度

の利下げ余地があるのに、今回はおそらく3％程度の利

下げ余地しかない、（2）ならば本来は財政出動が求めら

れるが、好況期の大減税という非常識なトランプ政策

の結果、財政出動も難しい、（3）結果として次の景気後

退は深刻なものになるのではないか、というものです。

こうした議論を眼にする度、筆者が感じるのは、米国

の悩みは日本と比べれば随分と贅沢なものだというこ

とと、米国よりも遥かに困難な環境にある日本ではな

ぜ誰も「次の景気後退」の議論をしないのか（怖ろしいも

て赤字の金融機関が急増して金融システムの安定を脅

かすことにもなりかねません。自己資本比率が規制上

の最低水準である4％を切る先はほとんどないと思いま

すが、地域金融機関の赤字が一時的ではなく「構造的」

と看做されることが心配です。

財政面では、長く続く好景気の割に財政健全化はほ

とんど進んでいません。基礎的財政収支（プライマリー

バランス）の黒字化の時期を20年度から25年度に先送

りしたにもかかわらず、内閣府の試算では25年度に

2.4兆円の赤字が残ることが問題視されていますが、筆

者はこの試算の税収の前提自体が甘過ぎると考えてい

ます。というのも、日本の税収は極めてpro-cyclicalで

ある（好況期には成長率を大きく上回って税収が伸びる

一方、不況期の税収は大きく落ち込む）ため（注12）、6年

も好況が続き企業収益が史上最高を大きく上回ってい

る現在の税収は平均的な水準より遥かに高いからです。

景気後退が来て、後述のように円高が加わって企業収

益が悪化すれば税収は大きく落ち込みますから、日本

の財政状況が想像以上に深刻なことが明らかになるに

違いありません。そもそも潜在成長率が高まっていな

いのですから、自然増収が予想以上だったとしても、

それは循環要因によるもので、景気後退期に剥げ落ち

るのは当然なのです。

特  集

2019年の経済見通し：近づく内外景気の転換点

● 図表5　地域銀行の本業利益と本業赤字銀行数
 出所：金融庁「地域金融の課題と競争のあり方」、2018年4月
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（注4）：  設備投資/GDP比率が大きく高まると、いずれ過剰設備に
つながり、設備投資調整を招くというのが経験則です。
ただし、16年末にGDPの体系が93SNAから08SNAに移行
した結果、現行統計の設備投資にはR&Dが含まれるよう
になった点には注意が必要です。R&Dを活発化させても、
物的投資とは違って過剰設備は発生しません。このため、
設備投資/GDP比率が高まっても、直ちに設備投資調整に
は繋がりにくいという可能性が考えられます。

（注5）：  もともと不動産業者のトランプ大統領は高金利が嫌いの
ようですが、完全雇用下の大減税にせよ、イラン核合意
からの離脱（このため一時原油価格が上昇しました）にせ
よ、物価上昇に繋がる関税引き上げにせよ、FRBの眼に
はトランプ大統領こそが金利引き上げの種を蒔いている
ように映っているに違いありません。

（注6）：  日本銀行「経済･物価情勢の展望」（2018年4月）の「BOX1：
消費増税前後の家計のネット負担額」。

（注7）：  キャッシュレス決済に掛かるポイント還元については、（1）
2％の増税に5％のポイント還元となると、何のための増
税か分からなくなる、（2）9か月間の時限措置で中小商店
などがカード機器を導入するインセンティブはあるのか、
（3）実施まで1年足らずなのに未だ制度の詳細は不明であ
り、果たしてシステム対応は間に合うのか、といった様々
な問題点が指摘されています。

  これらに加えて筆者は、この制度は極端に高所得者優遇
になる点が大きな問題だと考えています。実際、富裕層
が利用する高級寿司屋やフランス料理店は大半が中小企
業であり、カード機器ももちろん備わっていますから、
自動的に5％割引になります。一方、庶民的な回転寿司
チェーンや低価格のイタリア料理チェーンは大企業のため、
ポイント還元の対象にはなりませんし、商店街の中小店
舗は大抵カード決済を扱っていません。

（注8）：  筆者も長年景気予測に携わってきたので、彼/彼女らの気
持ちは大変よく分かります。それは、積み木を高く積み
上げていく時、どこかで「もう危ない」ことは分かるので
すが、「あと1つで倒れる」、「2つで倒れる」、「3つ目でアウ
ト」といったことを正確に当てるのはほとんど不可能なの
と同じことです。

（注9）：  幼児教育の無償化は制度要因のため、同時に行われる消
費増税と併せて「消費税および幼児教育無償化の影響を除
く」という形で、物価の基調判断から外すことが考えられ
ます。ただ、携帯料金の方は政治圧力があったとしても、
あくまで個々の企業の経営判断の結果ですから、物価の
評価から外すわけにはいかないと思います。

（注10）：  日銀は13年4月に大胆な量的金融緩和を行い、「短期決戦」
で2％の物価目標達成を目指したのですが、それから6年
近くもが経っても物価はさっぱり上がらず、今や「持久戦」、
「塹壕戦」を強いられています。そうした中で、最近は安
倍政権から外国人労働者の受け入れ拡大や携帯料金の引
き下げといった、賃金や物価を押し下げる政策が相次い
で打ち出されており（塹壕の後ろから弾丸が飛んでく
る！）、困惑を深めているに違いありません。

（注11）：  現在の有効求人倍率は平成バブル期のピークを大きく上
回る1.6台ですから、景気後退期にはさすがに低下するで
しょう。しかし、仮に1.2～1.3台であれば、それは「人手

のは見たくないだけ？）という疑問です。

このように、マクロ政策の観点からみると次の景気

後退は極めて厳しいものになると思いますが、民間の

眼からは少し違った姿に映るかもしれません。前述の

ように、雇用は大きくは悪化しませんし、フローの収

益は相応に悪化しても経営の根幹を揺るがされる企業

は多くない筈だからです。このように、次の不況がそ

れほど切羽つまったものでないとすると、その間に民間、

特に企業は何をすべきなのでしょうか？ その鍵は、

一億総活躍（ダイバーシティ）、働き方改革、第4次産業

革命といった、ここ数年安倍政権が掲げてきた目標に

あると筆者は考えています（「金融緩和を大胆に行い財

政を吹かせば、日本の問題はほとんど片付く」といった

リフレ派の妄言は忘れましょう）。毎年看板を書き換え

ていずれも中途半端に終わってしまっているのが問題

ですが、これらの目標自体はどれも正しいものでした。

企業経営者の中で、これらの目標を「やり抜いた」と断

言できる人が果たしてどれだけいるでしょうか？ 多く

の企業では宿題が積み上がった状態になっている筈で

すから、今求められているのは、これらの宿題を1つず

つ片付けていくことです。景気後退が来ても、普通1～

2年すれば、また転換点がやって来ます。その間、これ

まで達成できなかった中長期的な課題にきちんと向き

合うことが大事だと思います。

（注1）：  当社公式サイトに掲載している『2018年の経済見通し 
－「適温経済」に潜む罠－』をご参照ください。

（注2）：  なお、9月には台風被害による関西空港の一時閉鎖や北海
道での地震の影響からインバウンド観光が大きく減少し
ました（9月の訪日外国人観光客数は5年8か月ぶりに前年
比マイナスとなりました）。これも7～9月のGDPベース輸
出の減少要因になりましたが、この面のリバウンドはす
でに始まっています。

  一方、米中貿易戦争の影響がまだ顕在化していないのは、
関税引き上げ前に中国からの駆け込み輸出、米国の駆け
込み輸入が増えているためです。近い将来に、この悪影
響が駆け込みの反動も含めて表面化する心配があります。

（注3）：  厚生労働省が公表する賃金（毎月勤労統計）は、昨年に入っ
て伸びがかなり高まったように見えます。しかし、これ
には標本の入れ替えに伴う統計の歪みが影響しており、
継続して調査対象となっている企業に限ると、伸びは高
まっているがごくわずか、上記のベースアップ率の動き
と整合的なものとなります。
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不足が和らぐ程度」です。
（注12）：  これは、法人減税後でも法人税率が平均的な個人所得税

率を上回ることと、日本的な雇用慣行の結果です。不況
期に、例えば米国の企業であればレイオフを行いますが、
日本企業は雇用を守ろうとします。このため、企業収益
の落ち込みは日本の方が深刻になり、その結果として法
人税収が大きく落ち込むのです。逆に、好況期にも日本
企業はあまり賃金を上げないため、企業収益が大きく伸
び法人税率も大きく伸びますが、これが現在の状況です。

（注13）：  昨年の本稿（注1）で筆者は、米国株式のバブル懸念を指
摘しました。この点の判断は現在も変わっていません。
しかし、バブル崩壊の影響については、株式バブルと不
動産バブルを区別することが重要です。株式は、基本的
にお金持ちが自己資金で投資するものであるのに対し、
不動産は借金をして買うものであるため、バブル崩壊時
の波及の程度（金融危機にまで至るか否か）が大きく異な
るからです。事実、ITバブル崩壊後の不況と住宅バブル
崩壊に伴うリーマン･ショック後の不況の深刻さは全く違
いました（日本のバブル崩壊でも、金融危機に繋がったの
は不動産バブルの方でした）。今回は低格付債の過大評価
（スプレッドの縮小）がやや気になりますが、仮に米国の
株式バブルが崩壊するとしても、「リーマン･ショック級」
の不況にはならないと考えています。

特  集

2019年の経済見通し：近づく内外景気の転換点
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今後のデータ利活用ビジネスの展望
私たちのパーソナルデータ（注1）が企業のサービス提供に利用され、私たちの行動が左右される「データ駆動型社

会」が到来しようとしていますが、私たち生活者は主体的にデータを利用していくよう賢くならなくてはいけま

せん。パーソナルデータを管理する生活者中心の情報銀行を普及させるには、情報銀行に対する信頼が担保され、

各プレーヤーが便益（メリット）を受ける仕組みが必要です。

本対談では、「今後のデータ利活用ビジネスの展望」というテーマで、東京大学大学院の橋田教授、株式会社マネー

フォワードの瀧取締役、富士通研究所の石垣特任研究員に語っていただきました。進行役は富士通総研の湯川プ

リンシパルコンサルタントです。 （対談日：2018年12月14日）

フォーカス

対談者（敬称略 左から） ※所属・役職は対談当時のもの
石垣　一司：株式会社富士通研究所 特任研究員
橋田　浩一：東京大学大学院 情報理工学系研究科 ソーシャルICT研究センター教授
瀧　　俊雄：株式会社マネーフォワード 取締役 Fintech研究所長
湯川　喬介：株式会社富士通総研 クロスインダストリーグループ プリンシパルコンサルタント
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1.  パーソナルデータの利活用に対する 
課題認識

湯川：私は昨年NEDO（New Energy and Industrial 

Technology Development Organization：新エネルギー・

産業技術総合開発機構）の調査事業を活用して、「情報銀

行」「データポータビリティ」を巡る動向と今後の展望を

とりまとめてきました。ICTの寄与について世の中に発

信していきたいと思っています。

橋田：私は学生時代からAIの研究をしてきて、2008年

頃から産業技術総合研究所でサービスの生産性に寄与

できるかについて研究していた際に、パーソナルデー

タを用いた個人向けサービスが最も重要で、そのデー

タの流通・活用が一番大きな問題だと気づき、考え始

めました。第3次AIブームと言われていますが、AIもデー

タがないと動きませんし、AIによるサービスの相手はほ

とんど個人なので、その個人のデータがすぐ手に入ら

ないと、個人に適したサービスを提供できません。AIの

基盤としてマイデータ（本人主導によるパーソナルデー

タの活用）は必須です。

瀧　：私は野村證券で資本市場の調査をしていましたが、

2009～2011年のスタンフォード留学中に、世の中は人

間に対して機械的にアドバイスを与えられるフェーズ

に入ったと感じました。そこで、個人の意識を貯蓄か

ら投資へと変えるためにITでお金のアドバイスが受けら

れる世界を実現したいと思い、2012年にマネーフォワー

ドを創業しました。最初の3年はウェブスクレイピング

技術（注2）を用いて自動的に家計簿を作成するサービスを

展開し、ユーザーデータを1,600の金融機関からコピー

していました。2、3年後には我々と他の1社でダウンロー

ド数が1,000万以上に達しました。預かった情報を悪用

する業者が出かねないという危機感もあり、銀行法の

規制を積極的に評価しながら作ってきました。

石垣：私は個人を中心としたデータ利活用の社会実装

について研究しています。元々は手書き文字認識やヒュー

マンインタフェースの研究者で、パーソナル端末や業

務システムの人間中心設計の取り組みを経て、2010年

頃、社会システムをターゲットとして今後のICTデザイ

ンに取り組み始めました。その中で行政や住民、地域

の企業といった現場の課題を見て散在するパーソナル

情報を個人のコントロールで利活用する社会的な仕組

みが必要と考え、PDS（Personal Data Service/Store）や

情報銀行という概念に出会いました。

2.  魅力的な一次利用サービスとは 
どのようなものか？

湯川：皆様が言及されているとおり、一次利用サービ

ス（注3）と呼ばれるパーソナルデータを用いた生活者個人

へのサービスが肝になるのは明らかであり、その次の

ステップとして、それらデータをビッグデータとして

フォーカス

今後のデータ利活用ビジネスの展望

橋田　浩一（はしだ　こういち）
東京大学大学院 情報理工学系研究科 
ソーシャルICT研究センター教授
1981年東京大学理学部情報科学科卒業。1986年同大学院理学
系研究科博士課程修了。理学博士。1986年電子技術総合研究
所入所。1988年から1992年まで（財）新世代コンピュータ技術
開発機構に出向。2001年から2013年まで産業技術総合研究所。
2013年から東京大学大学院情報理工学系研究科ソーシャルICT
研究センター教授。2017年から理化学研究所革新知能統合研
究センター社会における人工知能研究グループ分散型ビッグデー
タチームリーダーを兼任。専門は自然言語処理、人工知能、認
知科学。現在の主な研究テーマはパーソナルデータの分散管理
と意味的構造化およびそれに基づく人工知能。
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橋田：医療機関、介護施設はデータを出したがらないし、

学校の現場では先生方の情報リテラシーが高くなく、

制度上も、例えば、自治体の実施機関である病院や学

校が管理するデータを簡単に外部とオンラインでつな

げないという問題があります。それを打破するために、

大学入試制度改革や医療制度改革など、国の施策が個

人にデータを集約する方向に向かっているように感じ

ています。

湯川：瀧さんはすでにサービスを提供されていて、一

次利用サービスに重点を置いておられるようですが、

事業者としてどこでのマネタイズを意識されていますか？

瀧　：事業をしていて思うのは、複雑なことをしなく

てもユーザーは価値を感じるということです。極端な

ことを言えば、四則演算で平均値を見せるだけでも大

きな反響を得られることがあります。銀行データを取

りまとめて、残高と入出金の合計値が見えるという、

活用し販売していくことも考えられます。世の中には

金融、ヘルスケア、電力、教育、モビリティ等の様々

なデータがありますが、日本で魅力的な一次利用サー

ビスを立ち上げるにはどうすればいいでしょうか？

橋田：PLR（Personal Life Repository：個人生活録）で

最初に実証実験したテーマは介護でした。その後、国

のプロジェクトを活用して医療・介護を中心に検証を

重ねてきました。最近始めたのは教育です。2020年か

ら大学入試制度が変わる予定であり、eポートフォリオ（注4）

が導入されます。甲子園で2回戦まで行ったとか、倉敷

で災害復興のボランティアをしたといった課外活動な

どのデータを受験生本人が作り、大学出願の際に提出し、

大学はそのデータや入試の成績を総合的に評価して合

否を決めるというのが文科省の方針です。基本的にす

べての高校が対応する必要があります。eポートフォリ

オ等の教育・学習データは明らかにポータビリティが

必須ですから、私は教育に力を入れています。医療・

介護はデータポータビリティの必要性が分かりやすく、

教育は若い人が大人になってもマイデータを実践して

くれるので波及効果が大きいと考えています。

湯川：私も医療・介護と教育は重要だと思いますが、

個人の手元にデータを取り戻すときに商習慣や規制な

ど乗り越えるべき障壁はありますか？

● 図1　一次利用サービスと二次利用サービス

個人関連情報
保有企業等

事業者A

信託

情報銀行

事業者X

生活者 データ利活用
企業等

個人

事業者B

事業者C

事業者Y

事業者Z

一次利用
サービス

二次利用
サービス

個人/
中間事業者

瀧　俊雄（たき　としお）
株式会社マネーフォワード 取締役 Fintech研究所長
2004年慶應義塾大学経済学部卒業後、野村證券株式会社へ入
社、野村資本市場研究所にて、家計行動、年金制度、金融機関
ビジネスモデル等の研究に従事。その後、スタンフォード大学
経営大学院へ留学し、2011年にMBA取得。帰国後、2011年よ
り野村ホールディングスCEOオフィスに所属。
2012年10月に株式会社マネーフォワード設立に参画し、取締
役兼Fintech研究所長として経営全般を担当。また、経済産業
省「産業・金融・IT融合に関する研究会」、金融庁「フィンテック・
ベンチャーに関する有識者会議」などに参加。FINOVATORS 
Founder。2018年6月電子決済等代行事業者協会 代表理事就任。
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あるという趣旨で情報銀行が提唱されてきていると認

識しています。その趣旨を踏まえたうえで、情報銀行、

もしくはそれを支えるICTも含め、情報銀行に求められ

る要件について、ご意見いただけますか？

橋田：現在、各所で言われている情報銀行はお客様のデー

タを預かる方式ですが、技術的に考えると、それは不

要と考えています。データはお客様自身が分散的に持っ

ていて、お客様のアプリと情報銀行員が交信する機能

があれば、情報銀行がやるべきことは全部できてしま

います。時には、一部のデータを本人の許諾のもとで

情報銀行員が参照してアドバイスをすることはあるか

もしれませんが、その都度本人同意でやればいいので、

そっくり預かって保管する必要はありません。その方

がリスクもコストも小さいし、マネタイズが成立しや

すいはずです。企業秘密やパーソナルデータに限らず、

一般公開できないデータは多いので、セキュリティの

管理が重要です。DRM（Digital Rights Management）

を適用して、保存するデータを全部暗号化し、特定の

アプリでしかデータにアクセスできず、そのアプリを使っ

ている限り、必要なことは全部できるけど、必要でな

いことは一切できない、という管理は技術的には簡単

です。個人も、自分のパーソナルデータを使ってグラ

フを描いたり、病院にデータを提供したりはできるけど、

それ以外の不要なことはできないので、うっかりデー

タを漏らすことは決してありません。

湯川：医療介護の分野で利用者のリテラシーはそれに

追いつきますか？

橋田：介護だと本人がお年寄りなので無理ですが、教

育ならスマホを使いこなす子供の将来の情報リテラシー

を期待できるかもしれません。しかし、多くの個人が

十分なリテラシーを持つ世の中は来なくて、本人にメリッ

トがあるからツールを使うに過ぎないのだろうと思い

ます。そのときに安全なシステムで安心できるという

ことと、自分の管理下にデータがあるから自由に便利

ある種当たり前のことであっても、丁寧なコンテキス

トとグラフで見せるだけで、ユーザーが月500円のプレ

ミアムサービスに入るケースがあります。人が家計簿

をつけたい理由は、フィナンシャルフィットネスなの

だと思います。その場合のユーザー体験というのは、

理想の自分を買うということだと思います。稼ぐ方法

を模索して、こういう人にこういうCMを見せたらとい

う広告事業もしていますが、きちんとお金を管理でき

る自分を月500円で買うというフィットネスのイメージ

は強いなと思っています。さらに、2050年の自分をイメー

ジいただいたり、高齢や認知症になった時のお金が奪

われないような保全ということも考えています。マネ

タイズにこだわるということは、ユーザー体験を作る

ということです。

湯川：石垣さんの地域コミュニティ型PDSにはマネタイ

ズの要素を必要以上には意識されていないと思いますが、

いかがでしょうか？

石垣：私は地域課題の解決のためにPDS的な仕組みが必

要だと提唱していますが、「儲かりそうにない」「誰がお

金を出すのか」という反応をいただくことも多いのが現

状です。でも、こうした仕組みが社会インフラ化すれば、

十分マネタイズは可能だと思っています。第一はこの

仕組みを利用した有償パーソナルの仲介手数料です。

システムに蓄積されているパーソナルデータを使った

有償サービスが可能になれば、5～10％程度の利用料を

取れると思います。第二はパーソナルデータの管理を

個別事業者が行うのではく、地域情報銀行に置いたま

ま使うという管理代行サービスです。こうしたモデル

の方がデータ販売モデルよりも可能性が高いと考えて

おり、実証していきたいと思っています。

3.  情報銀行、中間的事業者に 
求められるものは？

湯川：自らの情報を生活者個人が管理するのは限界が

フォーカス

今後のデータ利活用ビジネスの展望
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石垣　一司（いしがき　かずし）
株式会社富士通研究所 特任研究員
東京大学大学院情報科学専攻（修士）卒。1982年富士通株式会
社入社後、手書き文字認識、ヒューマンインタフェース、人間
中心設計、ソーシャルイノベーションなどの研究に従事。近年
は少子高齢化に対応する新しい社会システムとして個人中心の
データ流通（PDS/情報銀行）のビジネス推進、社会実装をテー
マとする。「オンライン手書き文字認識および応用技術の開発
と実用化」で2006年、「個人主体の情報流通を実現するオープ
ン分散型パーソナルデータストアの実用化」で2018年に電気科
学技術奨励賞を受賞。

ただし、データの管理運用は分散した方がいいという

話です。

湯川：石垣さんの地域コミュニティ型PDSは情報銀行に

近しいものなのでしょうか？ 行政の関与も含め、ご意

見ございますか？

石垣：事業者の役割を整理してみました。（図2）。

1番目は連携するデータホルダーからデータを取って

くる機能で、マネーフォワードさんのスクレイピング

や銀行APIに対応する部分です。

2番目がデータの保管やメンテナンスで、アーキテクチャ

に使えることが感じられることが重要です。

湯川：瀧さんは中間的事業者、つまり情報銀行の位置

にあると思いますが、いかがですか？

瀧　：分散させた方がいいという先生のお考えに反論

したいのですが、この6年の経験に照らすと、3要素あ

ると思います。

1つは、たまに使うサービスなら分散型でいいけど、

マネーフォワードを開いて4秒で帰っていくせっかちな

ユーザーに応えるために、溜めてすぐ出せるよう加工

しておきたいということです。

2つ目は非常に重いのですが、データを整形するコス

トです。データは基本的には標準化されていないので、

日本のベンダーさんの内部プラットフォームの数だけ

多様な銀行データが存在していて、内部で整形するこ

とが必要です。その内容も逐次変わることになるため、

データは社内に溜めておくニーズがどうしてもあります。

3つ目は、皆が考えていないAPIの使い方を試して特

許をとるようなUnexpectedなサービスを作らないと儲

からないならば、中でやりたいということです。我々

が評価いただくのは、データを集めただけではなくソ

フトウェアです。「新しい自分」を買いに行くときの「新

しい自分」というのはユーザー本人が想像できていない

ので、ただの手続きであれば、分散でいいと思いますが、

Unexpectedなサービスを作るときは社内でデータ分析

しながらやります。

橋田：それは矛盾しておらず、データの正規化は個人

アプリでできます。正規化のためのデータの標準スキー

マの管理とかアプリの開発とかはもちろん集中管理です。

⑤個人認証とID連携

①データホルダーの
　データ獲得

②データの保管
　メンテナンス

③データ整形
　可視化
　真正性保証
　（証明書）

名寄せ
データ分析

プロファイリング

④開示支援

推薦・開示条件評価
開示先の信用保証

開示判断代行

データ保有事業者 データ利用事業者

● 図2　中間的事業者の役割
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的には分散が良いですが、メンテナンスは自分でやり

たくない人は誰かにやってもらってもいいと思います。

3番目がデータの整形や可視化と、それが正しいデー

タであると証明する機能です。例えば、情報銀行で原

本が住民票であるデータのこの部分は正しいから間違っ

ていないと証明してあげるような事業役割も必要です。

このためには、デジタルアイデンティティと本人を紐づ

ける有人窓口的な機能も大事な要素になると思います。

4番目が開示支援です。開示判断を事業者が代行する

情報信託的な役割だけでなく、事業者が個人の判断に

必要な情報を提示するなどの支援的な役割があります。

支援には開示先の推薦やマッチング、開示条件の適性

評価、開示先の信頼保証といった機能なども考えられ

ます。地域系情報銀行の場合、ITリテラシーが弱い高齢

者を支援するために実在するコミュニティの力をどう

組み込むかがポイントになると考えています。

瀧　：マネーフォワードは開示支援以外カバーしてい

ます。プロファイリングは難しく、総資産いくら以上

の人に広告を打つといった判断しかできないので、デー

タが追い付かないと思います。

湯川：データが追い付かないというのはデータの種類

と量のどちらの意味ですか？

瀧　：細かさのレベルです。例えば、居酒屋で飲んで

いるのがビールかウーロン茶かが、ポイントカード事

業者であればわかるかもしれませんが、品目までわか

らないとできないことは多いと思います。個人がアク

セスできる自分のデータの限界で、事業者側には品目

データがあるけど、こちら側はレシートを撮影し続け

ないとできないのです。

3． 情報銀行が信頼を得るためには 
どうしていけばよいか？

湯川：情報銀行や中間的事業者が信頼を得ないと、そ

のサービスは浸透しないし、拡大していかないと思い

ますが、どうすれば信頼を得られるでしょうか？

瀧　：これは2段階あると思っています。まずトラディショ

ナルな信用については顔を出して誠実にコミュニケーショ

ンするしかありません。例えば、銀行さんにマネーフォ

ワードのサーバだとわかるようにして、きちんとした

株主に参画いただいて、社会的に安心イメージが強い

人たちもユーザーだというhalo effectを狙ってテレビ

CMを打つというのがトラディショナルな信用の得方だ

と思います。一方で、新しい信用の得方は体験ベース

です。我々は20年間でGoogleに親以上の信頼を預ける

ようになっていますが、体験の積み重ねが重要で、サー

ビスが嘘をついたときに失うものの方が多いから功利

主義的にデータプラットフォームを信じているという

部分があります。弊社に置き換えれば、マネーフォワー

ドがきちんと使えるとか、わかりやすいデザインで提

供されているといった、お金で解決できる部分もあり

ますが、これを使ったら前よりフィットネスできてい

るといった有用性を感じる体験の積み重ねは、弊社にとっ

て一番のブランド価値であると思います。

湯川：実際にユーザーが劇的に増えて、世の中の信用

を得たと実感された経験はありましたか？

瀧　：初期的にはトラディショナルな方が効いている

と感じていました。給料日に家計簿を始める人と三が

日に家計簿を始める人は日本ではランダムに生成され

るので、線形的な成長になりますが、指数的に伸びた

のはテレビ放送時でした。WBSの4分間の放送で数万人

にユーザーが増えました。テレビに取り上げられるこ

とは凄い信用補完になると思いました。

湯川：石垣さんは個別同意、包括同意など、ご意見が

あるかと思いますが、いかがですか？

石垣：情報信託の認定指針が包括同意型で議論されて

フォーカス

今後のデータ利活用ビジネスの展望
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か提供するのは難しいと思いますが、二次利用サービ

スを成立させる重要な要素は何でしょう？

瀧　：この分野は会社のマネタイズそのものなので、

継続的に研究しています。例えば、総務省の家計調査

にデータを提供するコンソーシアムにマネーフォワー

ドの名前を出しています。また、銀行が営業活動に使

う「マネーフォワードfor〇〇銀行」というアプリも出し

ています。海外を見れば、もっと儲けに行く二次利用

のモデルはアドテクや、家計簿のデータをヘッジファ

ンドに売るという事業者がいますが、弊社ではユーザー

に価値が戻る形であることを重視しています。最終的に、

ユーザーに付加価値が還元されるストーリーを作らな

いと、良かったと思われないので、慎重にやっています。

湯川：二次利用でデータの価値を生んで儲かるかと思

いましたが、簡単ではないのですね。橋田先生はどう

思われますか？

橋田：平均で1人の日本人が様々な企業に自分のデータ

湯川　喬介（ゆかわ　きょうすけ）
株式会社富士通総研 クロスインダストリーグループ  
プリンシパルコンサルタント
2003年某コンサルティング会社入社。2006年7月株式会社富
士通総研入社。これまで防災、ヘルスケアといった安全・安心
分野をテーマに国内外における調査・コンサルティング業務に
従事。近年は、主に医療・介護連携や地域包括ケアシステムに
関わるコンサルティング業務に従事。

いますが、現在提案されている情報銀行の構想の多く

は個別同意であるという現実があります。企業で実際

にやろうとすると、包括同意にも限界があるのだと思

います。包括同意だとGDPR（General Data Protection 

Regulation：EU一般データ保護規則）対応が難しいと

いう問題もあります。また、個別同意に比べて事業者

が大きな責任を負うことにもなりますので、事業リス

ク面からも課題があるように感じています。包括同意

型の情報銀行では、お金と異なり情報は開示先を増や

しても減ることがなく、開示先や開示内容を増やすほ

ど儲かるため、情報銀行事業者が過剰開示してしまう

リスクがあると考えています。この課題を解決するため、

情報銀行の運営主体と開示先の判断を行う人や組織（判

断主体）を分離することを考えています。判断主体は利

用者が任意に選択可能で、判断主体は運営者の収益と

分離するのです。

湯川：今の意見について、橋田先生はどのようにお考

えですか？

橋田：データの使い方は3通りあると考えています。

1つはマッチングで、個人のニーズと商品・サービスの

適合性の判断・選択です。2つ目で一番メジャーな使い

方はいわゆる一次利用で、病歴等を医者に開示するな

どの使い方です。3つ目は二次利用で、多くの人々から

データを収集して統計分析や機械学習にかけることです。

データを多く出した方が儲かるのは最後の二次利用です。

そこは市場原理が働いて、データを買う方も無限の予

算があるわけではないので、多くの個人がデータを出

すようになれば単価が下がります。

4． データの二次利用サービスを成立させる
ためにはどうすればよいのか？

湯川：GAFAのユーザー数は10億人単位と言われる一方、

日本企業のユーザー数は数百万人単位であり、対抗/協

調等の様々な選択肢がある中で、二次利用で闇雲に何
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性があると思います。GAFAではアクセスできていない、

電子化すらされていないデータを自身のメリット（一次

利用）のために蓄積して、国全体として二次利用する仕

組みの実現にチャレンジしていきたいと考えています。

5． パーソナルデータの利活用を 
加速させていくために必要なことは？

湯川：パーソナルデータを利活用させていく前提とし

て生活者にコントローラビリティがあり、データポー

タビリティが確保される必要があると思いますが、そ

れを実現するために事業者の立場としてやるべきこと

はありますか？

瀧　：一般的に、日本の企業が新規事業を立ち上げる

際には、何度か企画会議を通すと思いますが、当初は

マストハブなアイデアが、気がついたらナイストゥハ

ブなアイデアになっていたりします。また、他社との

差別化を強要されるケースも多いですが、同じ戦略を

よりうまく実行するのも十分差別化だと思います。そ

して、最後はユーザーに立ち戻れるようにしたいと思っ

ています。様々なユースケースを試す人が必要で、そ

の人たちは信頼がない場合もあるので、銀行やSIerに信

頼を共有いただくのですが、単なる信用補完ではなく、

データが漏れないセキュアなインフラを提供いただく

ことも期待しています。

湯川：石垣さんは差別化についてはどのようにお考え

ですか？

石垣：差別化は既存市場でシェア争いする場合は有効

な手段ですが、新しい市場を開拓する場合は自分を逆

排除する可能性が高いので、差別化だけが真ではない

と考えることも必要です。当面は業界全体でのオープ

ンイノベーションによる共創も重要です。普及・加速

化については、データ販売ビジネスのための新しい事

業としての情報銀行というアプローチだけでは限界が

を売って1年間にもらえる額は3万円もないでしょうから、

日本全国で3兆円、その売買の仲介業は手数料を2割も

とれないので、5～6千億円と考えると、GDPの0.1％です。

しかし、例えば医療データに関して製薬会社をターゲッ

トにすると、単価が高いので可能性があるかもしれま

せん。その際、本人にどう価値を提供するかが知恵の

絞りどころです。例えば、がんのゲノムデータ＋診療デー

タであれば、製薬会社は何百万かで買ってくれるかも

しれません。がんの確定診断が出たらすぐ自費で全ゲ

ノム解析をしてプレシジョンメディシンの最適な方法

を早めに見つけるのが良いと思いますが、自分のがん

ゲノムデータと病院の診療データを合わせて製薬会社

に売れれば、全ゲノム解析の費用と情報銀行の運用経

費と本人の治療費に充てられるかもしれません。そう

すると、製薬会社がデータを集めて分析する二次利用

と本人のためにデータを使うということの両方で価値

が生まれます。そういういろいろなユースケースを丹

念に見つけ出す必要があります。

湯川：石垣さんは研究者としてご意見ありますか？

石垣：私は二次利用の前に一次利用があるべきだと考

えます。その方が圧倒的に市場価値も高いし、消費者

の受容性も高いと思います。一方、世の中にはデータ

化されていない貴重なデータがたくさんあって、例え

ば介護の現場でヘルパーが毎日やっていることの記録

はデジタル化されていません。社会保障費削減のよう

な課題のためには、そういったデータを集めて二次利

用して施策を打たないといけませんが、データのデジ

タル化と蓄積の方法が問題です。その阻害要因は、介

護事業者が零細でICT投資が限定的であること、データ

をとることが最前線のヘルパーにとって余計な仕事になっ

てしまうことです。そのため、ヘルパーにとって、事

業者のためでなく自分自身のためにシステムを利用しデー

タを集めるスキームに変えられれば集まると思います。

例えばヘルパーが自分のキャリアや報酬を上げるために、

自分の実績を蓄積するという形になれば、集まる可能

フォーカス
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が世の中全体で収益分配されるようなビジネスモデル

に発展する可能性があるように思います。

湯川：実現は何年先くらいでしょうか？

橋田：2、3年でやらないといけません。日本がこれか

ら法整備というのはチャンスでもあるわけです。GDPR

だけでは産業振興に直結しませんが、日本国内で企業

が儲けるために本人にデータを渡す社会ができれば、

日本はヨーロッパの上を行く仕組みで産業振興し、個

人向けサービスのクオリティを高めて国民もハッピー

になるので、ぜひ実現しましょう。

湯川：富士通総研としても生活者中心のデータ流通を

訴えていきたいと思っています。

橋田：個人というのは生活者・消費者であると同時に

生産者・勤労者でもあり、生産者・勤労者としてもハッ

ピーでないといけないわけで、個人向けサービスのク

オリティを高めるということは働き方改革とも関連す

ると思います。我々の生活と業務を全体としてハイク

オリティにすることにつながるはずです。

湯川：本日は貴重なご意見をいただき、ありがとうご

ざいました。

（対談日：2018年12月14日）

（注1）：  パーソナルデータ：ここでは、オンライン上で管理され
ているか否かにかかわらず、自ら入力したデータやIoT機
器等で観測されたデータも含め、生活者個人に紐づくデー
タすべてを指す。

（注2）：  ウェブスクレイピング技術：ウェブサイトから情報を抽
出するコンピュータソフトウェア技術。

（注3）：  一次利用サービス：ここでは、一次利用をパーソナルサー
ビス、二次利用をビッグデータ活用、データ販売と定義
する。

（注4）：  eポートフォリオ：生徒が探究活動や課外活動、資格・検
定等の実績をインターネット上に蓄積する「学びのデータ」。
生徒が蓄積したデータを教員が閲覧して学習指導に役立
てたり、生徒自身が大学への出願に使ったりすることが
想定されている。

あると思います。むしろ既存のデータ保有事業者が自

分の保有するデータを中心に、自身のサービスや商品

をより拡大展開するために自己情報コントロール機能

のあるPDS的な仕組みを実装する方が実現性は高いと思

います。これによってGDPRのような保護規制の強化や、

データの透明性や自己情報のコントローラビリティの

拡大への要請に対応していくのです。個人中心のデー

タ利活用環境の普及を目指している国際団体MyData 

Globalは、こうした世界の実現のためにはBLTS（B：ビ

ジネス、L：リーガル、T：テクノロジー、S：ソサエタル）

が必要だと言っています。ビジネス面、法律面、技術

面だけでなく、最後は住民が自分で情報を使う意識改

革が社会的に浸透することが必要であり、そのために

も身近なところから自分で情報を利活用して自分、家族、

地域のために役立っていると実感できるようにするこ

とが大事だと思っています。

湯川：総務省で「情報信託機能の認定に係る指針ver1.0」

を作り、ガイドラインもできました。民間ビジネスと

して制度に則って頑張らなければいけないところもあ

るでしょうし、制度として手当てしなければいけない

ところもあると思うのですが、いかがでしょうか？

橋田：ユーザー体験を増やすために、まずデータポー

タビリティが必要で、それには企業が対応しないとい

けないのですが、日本は制度整備ができていません。ヨー

ロッパのGDPR第20条では、データポータビリティ権を

規定していますが、本人に負担をかけず無料で提供し

なければいけないので、企業としては嫌でしょう。だ

から、新しいビジネスモデルが必要です。本人にデー

タを渡して、本人がそれを活用して、本人や他の事業

者に収益が発生したら、データを提供した企業にもそ

の一部が還元される仕組みです。そのような仕組みが

働いていれば、事業者は喜んで本人にデータを渡すでしょ

う。ルールに対応して本人にデータを提供すると儲か

るようになれば、ルールがより実効的になるはずです。

日本では幸い情報銀行が始まってしまっていて、それ
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富士通総研が考える生活者中心の
データ利活用ビジネス

昨今、パーソナルデータを用いたサービスが数多く台頭してきていますが、私たち生活者自らがパーソナルデー

タのコントロール権を持つ形でのサービス展開となっているのでしょうか。

富士通総研は、生活者個人に起点を置いてパーソナルデータを用いるビジネスの確立を目指します。

あしたを創るキーワード

株式会社富士通総研
クロスインダストリーグループ 

プリンシパルコンサルタント　湯川　喬介

 執筆者プロフィール

湯川　喬介（ゆかわ　きょうすけ）
株式会社富士通総研 クロスインダストリーグループ プリンシパルコンサルタント

2003年某コンサルティング会社入社。2006年7月株式会社富士通総研入社。 これまで防災、ヘルスケアといった
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1. データが我々の人生を決める時代

あなたは、自分のパーソナルデータ（注1）がどこにある

か意識しているだろうか？ GAFA（Google、Apple、

Facebook、Amazon）を始めとした巨大デジタル・プラッ

トフォーマー、Yahoo!、楽天等が抱えていることは意

識しているかもしれないが、実態としては、病院や銀

行も含め、あらゆるところに散在している。しかし、

私たちは自分のパーソナルデータの所在が分からなく

なってはいないだろうか、わかろうともしていないの

ではないだろうか。

私たちが日常生活を送る中で、パーソナルデータを

始め各種データが発生している。そして、どこかで保管・

管理されている。それを各企業はOne to Oneマーケティ

ングに利活用したり、個人の趣味・嗜好に合わせたサー

ビス提供に利用したりしている。しかし、これからの

時代は、それらのデータが私たちの行動を決める「デー

タ駆動型社会」（注2）が到来しようとしている。その社会

では、知らず知らずのうちにデータが私たちの生活を

決める。データが指し示してくれないと、私たちは動

けなくなる可能性を秘めている。例えば、食事する店

を選ぶとき、検索サイトから提案されたお店に誘導さ

れていないだろうか？ ネットショッピングするときも

同様である。「データ駆動型社会」は身近になってきてい

る。しかし、その延長線上に生活者の理想の姿はある

のだろうか？ 現実とデータが高度に連動する社会だか

らこそ、自らの意思決定の品質やスピードを上げ、QoL

を向上させていくように、あくまでも私たち生活者が

主体的に、それらのデータをうまく利用していくよう

に賢くならなくてはいけない。

現在の「情報社会」と言われる世界では、GAFA等の巨

大デジタル・プラットフォーマーがパーソナルデータ

を囲い込んでいるが、生活者個人はさほど困らない。

自分の意思で、SNSやeメール等の内容を他のデジタル・

プラットフォーマーに移転できない程度である。しかし、

現実とデータが高度に連動する「データ駆動型社会」に

なると、その囲い込みが日々の生活に直接影響するこ

とが懸念される。診療データが治療方法を決定する仕

組みが当たり前になると、診療データがないと治療し

てもらえないことが考えられる。走行履歴データが運

転できる車を決定することになれば、走行履歴がない

と車が買えないかもしれない。そのような社会になる

とすれば、他の病院に通院することもできなくなり、

他のメーカーの車も買えなくなる。そのようにならな

いためにも、自らパーソナルデータをコントロールす

る権利は個人が持つべきである。

2. 世界で進む法整備

世の中が大きく変化しようとしている中、世界各国

は敏感に反応している。今までの法整備は個人情報の

安全性確保といった観点が強かった。そこから、自己

の情報に対する実質的コントロール確保に基づく、自

身による自己データの活用機会拡大といった観点へと

変化している。つまり、生活者中心のデータ利活用に

舵を切っていると言ってよいのではないか。

EUのGDPR（General Data Protection Regulation：

EU一般データ保護規則）は2016年に採択され、2018年

5月25日から全面施行されている。GDPRは、個人デー

タ保護に関するEU域内での統一的なルールを制定する

ものであり、生活者個人に対して自己のデータのコン

トロール権を認めようとしている。フランスでは

2016年10月に「デジタル共和国法」が制定され、GDPR

に生活者保護の観点を補完する「データのポータビリティ

と回収」が盛り込まれている。

一方で、アメリカでは、EUにおけるGDPR対応の動き

とは異なる形で、「Smart Disclosure」「MyData Initiative」

が進められ、分野の個別法および自主規制に依拠して

データポータビリティの実現が図られている。

中国での「サイバーセキュリティ法」には、GDPRに類

似したデータポータビリティに関する規定が盛り込ま

れている。これは、GDPRと整合性のある条項を規定す

ることで、中国企業のEU含む国外への進出を促進させ

るという競争政策強化の狙いがあるものと読み取れる。
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あしたを創るキーワード

富士通総研が考える生活者中心の
データ利活用ビジネス

3. 業界の動きと流通する情報

GAFAを始めとした巨大デジタル・プラットフォーマー

は、GDPRの動きに俊敏に対応している。その一方で、

日本企業は、GDPRを意識した新規ビジネスの創造に出

遅れているのではないか？ 巨大デジタル・プラットフォー

マーは、GDPRを意識し、生活者個人に対して自己デー

タのコントロール権を与え、生活者を中心としたデー

タ流通を差別化ポイントとしてサービスを強化してく

るのではないか。そうであれば、官公庁の規制を待つ

のではなく、黎明期にある日本で今こそ動き始めなけ

ればならないのではないだろうか？

日本の産業界も変わりつつある。今までは各産業界

の関係者で比較的安定した商習慣の中で各種取引が行

われてきたが、ネット産業が加わり、関係者を今まで

にない形でつなぎ合わせている。例えば、スマートフォ

ンを利用し、医師とのチャット形式にてオンラインで

診察を受け、薬を最短翌日に自宅へ届けるサービス等

が出てきている。伝統産業とネット産業の同居する時

代の到来である。

私たちが生活する中では、電子的か否かを問わなけ

れば、情報を使わないことはほとんどない。そして、

情報はあらゆるところに流通している。特に、電子的

に管理されれば、データとして、目に見えない形で流

通していく。その流通するデータの種類は、パーソナ

ルデータと非パーソナルデータ（つまり産業データ）の

2種に大別することができる。例えば、銀行の預金・入

出金情報や病院の診療情報のような個人に紐づくデー

タがパーソナルデータに当たる。なお、GDPRでは、パー

ソナルデータを入力データ（問診票で記入したデータ等）、

観測データ（CTやMRI等の検査したデータ等）、推測デー

タ（医師の所感のデータ等）と分類している。一方、工

場内機器の稼働情報や病院内の医療機器の故障情報は

非パーソナルデータに当たる。

それぞれのデータが流通することにより、地域活性

化や社会保障費の削減、国際競争力の向上につながる

ことが期待される。

4. 産業データの流通促進

産業データを流通させるためには、何らかのルール

や標準を作る必要があり、そのためにはコンソーシア

ム等を組成し、他業界に情報を移転させるためのコン

センサスも得る必要がある。今までも各種データの標

準化の動きはあった。業界内の無秩序化・複雑化の排除、

効率化等を目的に各業界で取り決めてきた。しかし、

今後の標準化は、対象が業種横断的な社会システム分

野にも拡大している。「Connected Industry」の実現に向

けて、各産業界で流通しているリアルデータを大手中

小企業からAIベンチャーも含めて、業種横断的に流通で

きる標準化が必要である。現存する標準化をさらに進

化させることが差別化の源泉になる「データ駆動型社会」

の到来を見据えて、デファクトからスタートしてでも、

企業・社会・国を挙げたルールや標準を策定する必要

がある。すでに経済産業省の「産業データ共有促進事業」

等で議論が深まっている。

5. パーソナルデータの流通促進

パーソナルデータは21世紀のニューオイルと言われ

て久しい。各企業は、各企業のサービスを展開するに

あたって、顧客のパーソナルデータを分析し、戦略を

練る。特にデータビジネスを行うに当たっては、非常

に重要な位置づけになってきている。そのため、各企

産業情報
（非パーソナルデータ）

個人情報
（パーソナルデータ）

病院の中の診療情報
銀行の中の預金・入出金情報

病院の中の医療機器の故障情報
工場内機器の稼働情報

個人の状態・嗜好に
合わせたサービス

地域活性化・社会保障費の削減

技術革新・生産性向上

国際競争力の向上

情報流通されるようになると… 情報流通されるようになると…

● 図1　パーソナルデータと非パーソナルデータ
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6. 求められるデータポータビリティ

しかし、個人がパーソナルデータのコントロール権

を持つことは簡単ではない。そこで求められるのが「デー

タポータビリティ」という考え方である。つまりは、「デー

タポータビリティ」とは、GDPRで言及されているとおり、

自らのデータを機械可読なフォーマットで受け取るこ

とができ、当該個人データを、提供された管理者から

他の管理者に移転することができることである。繰り

返しになるが、パーソナルデータのコントロール権は

個人に帰属するべきである。通常、銀行にお金を預け

たら、定期預金ではない限り、好きなときに好きなだ

け引き出せる。情報も同様であるべきではないか？ 好

きなときに好きなだけ情報を手元に取り戻し、別の情

報銀行に預ける（移転）といったこともできるようにな

るべきである。それができてこそ、真の個人起点の情

報流通というものではないだろうか？ データポータビ

リティが担保された情報銀行には、以下に示すような

機能が備わっているべきである。逆に言うと、以下に

示すことを現在の情報社会で生活者個人ができるかと

言うと、答えは「No」である。だからこそ、情報銀行が

必要なのである。

•  安全・安心なデータの蓄積・管理

•  データや利用履歴の整形・見える化（トレーサビリティ

含む）

•  開示コントロール

•  他情報銀行への移転（他情報銀行からの取り込み）

業は自社の営利を求めて自社の顧客にかかわるパーソ

ナルデータを囲い込んできた。

しかし、近年登場した巨大デジタル・プラットフォー

マーは抱え込んでいる顧客数の桁が違う。各企業の顧

客数をミリオンオーダーとすれば、巨大デジタル・プラッ

トフォーマーはビリオンオーダーくらいだ。日本なら

ではのきめ細かいニーズを拾い上げ、生活者が幸せを

実感できて地域全体が活性化できるサービスが作り上

げられれば、その違いを払拭できるのではないか。

一方、各種情報流出報道などを聞くと、生活者個人

は不安でたまらない。先にも述べたが、データは見え

ない。現実問題として、私たちは自分のパーソナルデー

タの所在が分からないため、必要以上に企業に対して

不信感も生まれてくる。

だからこそ、自らのパーソナルデータを自らコントロー

ルする権利は個人が持つべきであると考える。それに

反対する人はいないだろう。

しかし、個人に関わる情報は、発生する頻度の高まり、

センシング技術の向上、データ容量の大きい情報の発

生等により、もはや個人では管理・取捨選択といった

コントロールができなくなってきているのが実態である。

その解決策の1つとして、個人に代わり当該個人のパー

ソナルデータをコントロールする「情報銀行」というも

のが考えられる。「情報銀行」は、個人の意思を反映して

個人のデータをお金のように預かって管理し、第三者

への移転も任せることができる機能を提供するもので

ある。

海外では、パーソナルデータを集中して保管・管理

せずに生活者が希望するクラウドで分散的に管理する

「Digi.me」、提携企業のID・パスワードを共有化する仕

組みを提供する「Verime」、アメリカ独特の年末調整の

文化を捉えた「Turbotax」、銀行口座そのものをポータ

ブル化させる「CASS」等があり、日本よりも世界各国の

方が情報銀行に限らずパーソナルデータの流通は進ん

でいる。

パーソナルデータ
保有事業者等

事業者A

信託

情報銀行

事業者X

生活者 パーソナルデータ
利活用事業者

生活者

事業者B

事業者C

事業者Y

事業者Zデータ取引所

サービス提供

取り戻す
（データポータビリティ）

移転
（データポータビリティ）

One to One
マーケティング

データ
提供

データ
提供

● 図2　パーソナルデータを流通させるマネタイズのイメージ
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容しないだろう。

しかし、正解のない「情報銀行という社会システム」

を提案していくためには、私たちがいち早く実践しな

くてはならないのかもしれない。データポータビリティ

を実現するサービス自体を運営してもよいし、その一

部の機能・役割を担う形でもよい。富士通総研は、そ

のような実践を踏まえ、継続的な生活者起点のデータ

利活用ビジネスを世の中に提言・発信していきたいと

考えている。

（注1）：  パーソナルデータ：ここでは、オンライン上で管理され
ているか否かにかかわらず、自ら入力したデータやIoT機
器等で観測されたデータも含め、生活者個人に紐づくデー
タすべてを指す。

（注2）：  データ駆動型社会：ここでは、現実とデータが高度に連
動する社会を指す。

7.  PDS（Personal Data Service/Store）/ 
情報銀行という社会システム

国のデータ流通環境整備検討会等では、情報銀行と

は「PDS等のシステムを活用して個人のデータを管理す

るとともに、個人の指示または予め指定した条件に基

づき、個人に代わり、データを第三者に提供する事業」

と定義づけている。

しかし、日本全国の各社から提案されている情報銀

行（情報信託と呼ばれることもある）は、同じ情報銀行

という言葉が使われているが、それぞれ提供価値や事

業者の関与レベルが異なり、個人データを預かって外

部事業者に開示（二次利用）し報酬を還元するという従

来の情報銀行のイメージに比べて、より広く捉えられ

ているようである。また、包括同意の信託サービスに

加え、個別同意のサービスも情報銀行に包含されつつ

ある。

忘れてはいけないのは、情報銀行は個人主導のデー

タ流通を支援するためのものであり、あくまでも生活

者個人の権利を守るための社会システムであるべきで

ある。それが、形式的なものではなく、実行可能な仕

組みではなくてはならない。そして、単なるプライバシー

保護の議論に矮小化することで企業・巨大デジタル・

プラットフォーマーをエンパワーメントするものでは

なく、「人を幸せにする」ものでなくてはならない。その

先に、オープンエコシステムがある。それが、私たち

が目指す情報銀行という社会システムなのである。

8. おわりに

富士通総研は、生活者個人に起点を置いたデータ利

活用ビジネスの確立を目指していく。そのためには、

制度上や技術上の課題解決だけでなく、マネタイズが

成立するビジネスモデルの模索が先決だ。イニシャル

コストは国費を投入することも考えられるが、そもそ

も継続運用が期待されないビジネスモデルに自分の大

切なパーソナルデータを流通させることを生活者は許

あしたを創るキーワード

富士通総研が考える生活者中心の
データ利活用ビジネス
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の立場から捉えると、自らの意思が反映されるのであ

れば、自らのデータをさらに適切に流通させ、もっと

便利な世界を求めたくなる。

競争政策の観点においても、日本のパーソナルデー

タが米国をはじめ海外の企業に囲い込まれることによっ

て、日本企業の発展が制限されてしまうのではないか？ 

その点に対して筆者は課題認識を持っている。データ

は社会の中で活用されてこそ、新しい価値を生み出し、

経済の発展につながっていくのであり、個人の権利と

してのパーソナルデータのコントロール権を生活者が

保有しつつ、GAFAも含め、あらゆる企業をつなぐ「情

報銀行」には、その可能性がある。

そのような危機感と期待感を持ちつつ、その趣旨に

賛同いただいたイオンフィナンシャルグループ様と富

士通は「情報銀行」の実証実験に踏み切った。「情報銀行」

の概念・機能・名称の整理について順次検討が進めら

れていくと想定されるが、その動きを見極める重要性

を理解しつつも、富士通は待つのではなく、いち早く「情

報銀行」を実践し、そこから教訓を得て、いち早く「人

を幸せにする」世界を実現していきたいと思った。本稿

で紹介する事例は、イオンフィナンシャルグループ様

との実践ではあるが、そこで得たノウハウ・教訓等を

幅広く世の中に展開していく所存である。

3. 実証実験の目的

本実証実験は、個人の権利としてパーソナルデータ

のコントロール権を生活者が保有しつつ、あらゆる企

業をデータでつなぐ情報銀行（情報信託）という社会シ

ステムに着目し、先行研究という位置づけで実証実験

を行った。本稿では、情報銀行が個人に向けて行うサー

ビスを「一次サービス」と言い、一次サービスで収集し

たデータを活用しビッグデータ活用、データ販売を行

うことを「二次サービス」と言う。本実証実験において、

一次サービスについては「預託」の観点でパーソナルデー

タを預けることに対する抵抗感・課題について把握し、

二次サービスについては「開示」の観点で生活者の開示

1. 背景

昨今、IoT・AIの普及によってデータ収集・活用が活

発化し、データの蓄積・管理・流通を支えるプラットフォー

ムの必要性が話題に上っている。また、データの爆発

的な増加に伴い、パーソナルデータの活用が注目され

るようになった。

政府は2017年6月に閣議決定した「未来投資戦略

2017」の中で「情報銀行」をデータ利活用基盤の1つとし

て位置づけ、データ流通環境整備検討会をはじめ、内

閣官房・経済産業省・総務省で推進している。

ここで言う情報銀行とは、IT総合戦略本部（注1）に示さ

れているもので、個人とのデータ活用に関する契約等

に基づき、PDS（Personal Data Store）等のシステムを

活用して個人のデータを管理するとともに、個人の指

示または予め指定した条件に基づき個人に代わり妥当

性を判断のうえ、データを第三者（他の事業者）に提供

する事業のことを指す。なお、PDSとは他社保有データ

の集約を含め、個人が自らのデータを蓄積・管理する

ための仕組み（システム）であって、第三者への提供に

係る制御機能（移管を含む）を有するものとする。

2. 富士通の狙い

世界経済フォーラムで、「パーソナルデータは、インター

ネットにおける新しい石油であり、デジタル世界におけ

る新たな通貨である」と言われるように（注2）、データが

石油であれば、世界石油メジャーに当たるのはデータメ

ジャーとも言われるGAFA（Google、Apple、Facebook、

Amazon）だろう。生活者のデータはGAFAに収集され、

主に広告ビジネスに活用されている。

筆者は、個人のデータのコントロール権は個人が持

つべきであると考えている。生活者のデータがGAFAに

収集されることは、生活者個人としては一見便利だが、

長期的に見れば歓迎される話ではない。社会全体にとっ

てはどうだろうか？ データを囲い込んだ企業だけがデー

タ活用により新しい価値を得られるのだ。生活者個人

ケーススタディ 1
イオンフィナンシャルグループと 
富士通による情報銀行の実践
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アンケートという形式で入力されたパーソナル

データは、富士通クラウド（FUJITSU Cloud Service K5 

Personium Service）で管理され、富士通社員自ら開示

コントロールを行える仕組みとした。開示先のユースケー

スは2点を設定した。1つ目は、イオンフィナンシャルサー

ビス様のOne to Oneマーケティング①への活用である。

2つ目は、希望者の取得済みパーソナルデータをもとに

富士通トータル保険サービス様でライフコンサルティ

ングを実施し、そこで得たデータを加えて情報銀行に

預託した後に、イオン銀行でのライフコンサルティン

グ②に活用するものである。

4. 実証実験の検証結果

実証実験の結果を概観すると、筆者が認識する限り

日本で初の実証実験を行ったところ、本運用を見据え

た場合の、情報銀行に対するニーズや、実現するため

の課題が整理された。

それらのニーズや課題について、「預託」「開示」2つの

観点で以降に整理する。

先としての関心事項の抽出を目指した。いずれも実際

に情報銀行を使ってもらうことでしか分からない利用

者の意向を把握することを主目的とした。

サービスの
位置づけ

サービス内容
検証の
観点

一次
サービス

■ 実証参加者に対してアンケートを実施し、
その回答者に対して「FUJITSUコイン」を
発行

※ アンケートで回答してもらったパーソナルデー
タを二次サービスで活用（一部匿名化）

預託

二次
サービス

■One to Oneマーケティング…①
■ライフコンサルティング…②

開示

実証実験は2017年8月から10月の約2か月間、富士通

社員約500名を対象として実施された。富士通社員は自

分のパーソナルデータ（趣味/嗜好/行動パターン等）を富

士通「情報銀行」に任意に預託した。本実証実験では、

趣味、思考、行動パターン等の情報を、富士通社員自

ら毎営業日、アンケート形式に回答するという形で入

力した（任意に預託するという位置づけ）。入力した情

報量や内容に連動して本実証実験だけで活用できる

「FUJITSUコイン」（注3）をブロックチェーンの仕組みで発

行した。情報銀行の利用を活性化することが狙いだ。

情報銀行アカウント発行
生活・趣味・価値観
行動・状態・感情

1人あたり500問のアンケート実施
（1日10問×50営業日）

富士通情報銀行（※）

イオン
クレジットサービス

富士通社員
500人

預託
マーケティング

パーソナルデータ/
ライフログ

匿名開示
（趣味、嗜好に加え
気分、達成感等）

FUJITSU Cloud
 Service K5

 ペルソニアム

FUJITSU Cloud Service K5

クーポンと交換可能な
「FUJITSUコイン」発行。
基盤はブロックチェーン技術。

金融コンサルティング

インセンティブ
（クーポン）

ユースケース

実名開示
（相談結果含む）

代行預託
（相談結果）

開示先は個人で設定
（5企業×17カテゴリの情報）

（※）「情報銀行」の名称を使用することについて、内閣府へ説明済。

個々人に
クーポン発行

勤務地（汐留）近郊
の飲食店にて使用

イオン銀行

富士通トータル保険

● 図1　富士通情報銀行の仕組み
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小売り、飲食店、医療機関、外資ネット通販）設定して

マトリックス形式で開示意向を尋ねた。生活者（アンケー

ト回答者）は、「金融」情報を、「小売り」「飲食店」に開示

することに対して高い意向があることが分かった。一

方で、「恋愛」情報の開示意向は比較的低かった。つまり

は、生活者が日々の生活を送ることで目まぐるしく発

生する「金融」情報について、自らの衣食住に直結する

場面において、実感を得やすいユースケースを設定し

ていかなければならないことが確認された。今後、本

格運用を見据えた場合、前述の①②のように自社、も

しくは企業体のサービス拡張・強化という視点のほか、

サービスを利用する生活者がそれぞれの「情報銀行」に

何を期待しているのかを見極めていく必要もある。そ

の両者のバランスが取れてこそ“人が幸せに感じる”の

ではないか。それは非常に複雑で高度で他のサービス

と差別化されたものである必要はないかもしれない。

シンプルでもよいから生活者が“便利”だと実感できる

ことが重要である。

併せて、弁護士を交えて個人情報保有企業（提携企業）

と、その情報を預かる情報銀行間の法務面の検討を行っ

た。本実証においては、個人情報を提供し合う行為を

パターン整理するにとどまったが、今後も、法制度の

整備の検討に資する事例を積み重ねていくことが重要

であることを改めて認識した。

5. 今後に向けて

日本国内でいち早く情報銀行の実証実験を行った成

果は大きい。個人の権利としてのパーソナルデータの

コントロール権を生活者が保有しつつ、あらゆる企業

をデータでつなぎ「人を幸せにする」ことが期待される

情報銀行（情報信託）という社会システムが求められる

ことが分かった。また、そこでの一次サービスの重要

性も再確認され、実験を実施しなければ分からない貴

重な結果を得られた。ニュースバリューが大きかった

ことからも分かるとおり、情報銀行になりたい企業、

情報銀行とつながりたい企業も少なくないことも確認

（1） 「預託」について

情報銀行アカウント発行者数500名、そのうち、情報

銀行実験参加者数は401名だった。自身のパーソナルデー

タを入力する位置づけのアンケートの回答率を情報銀

行への預託率と定義したところ、本実証実験では401人

の参加者に対して240人が毎営業日に出題されるアン

ケート（全500問）の80％に回答、データを預託した。

今回は、「FUJITSUコイン」というインセンティブを設定

したことにより、比較的多くの参加者を集めることが

でき、ある一定程度の信頼できる結果を得ることがで

きた。

具体的には、パーソナルデータを用いるサービス自

体に魅力がなければ、生活者はサービスを利用しない。

つまりは、データが情報銀行に集約されない。今回は、

アンケートという一次サービスであったため実験参加

者にとっては魅力あるサービスとは言い難い。その中

で「FUJITSUコイン」というインセンティブを設定した。

情報銀行が収集したデータを分析して第三者に提供す

るサービス（二次サービス）に注力する前に、いかにし

て魅力ある個人向けサービス（一次サービス）を提供で

きるかがポイントであり、今後各社が魅力的なサービ

スを提供してくるだろう。前述しているとおり、生活

者が安心して預ける前提として、個人のデータのコン

トロール権は個人が持つ必要があることもアンケート

結果から再確認できた。また、データを預ける先とし

ては、すでに社会的に信頼を得られているところが望

ましいこともアンケート結果から再確認できた。今回は、

「富士通」というブランド力であったのかもしれない。

参加者自らが所属している会社だったからかもしれない。

いずれにせよ、預ける先には社会的な信頼が必要である。

（2） 「開示」について

実証実験参加者に対して開示に関するアンケート調

査を、パーソナルデータの入力に位置づけたものとは

異なる形で行った。預託するデータについて17カテゴ

リ（政治、経済、金融、スポーツ、ファッション、恋愛等）

に分類し、それぞれのデータの開示先企業を5社（銀行、

ケーススタディ 1
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（注3）：  富士通の原資を用いて、本実証実験において情報銀行の
利用を活性化することを目的に、情報銀行実験参加者に
対して「FUJITSUコイン」というインセンティブを設定した。

された（実証実験終了直後の2018年2月時点で、新聞

5件、雑誌3件、テレビ1件、Web約10件のメディア掲載。

金融機関、キャリア・運輸、電力等からのお問い合わ

せ50件程度）。

本実証実験では職員自らが所属している会社に対し

てパーソナルデータを預ける形になったため、そこへ

の抵抗感は少なかった。今後、富士通職員以外の利用

者にも使ってもらうためには、いかにして利用者に対

して安心感を提供するかが課題になるだろう。

また、二次サービスの情報開示については、「金融」情

報を「小売り」「飲食店」に開示するという本実証では取

り扱わなかった内容に対して高い意向があることが分

かり、いかにして生活者のニーズを捉えたサービスを

準備していくかが課題である。

さらなるポイントは、第三者に提供するサービス以

上に、個人向けサービス（一次サービス）のコンテンツ

が重要であるということである。多様化した生活者のニー

ズを捉えるためには、複数企業のデータの組み合わせ

が必要である。そのために、コンソーシアム型情報銀

行の運営も見据える必要がある。富士通の生活者中心

の情報銀行の考え方に賛同いただけるお客様にお声が

けしながら、実際にお客様に対してサービス提供し、

その利便性・価値を実感いただき事業化を目指していく。

そのためにも、富士通が考える情報銀行・データ管理・

流通の考え方を積極的に世の中に示していく必要が

ある。

情報銀行はデータ管理・流通の1つの形態である。デー

タをより適切に・有効に活用するための土壌を整備す

ることは非常に重要であり、それがうまくいった時に、

IoT・AI等のデジタル化がさらに進み、経済発展を促進

するだろう。富士通がその一翼を担うことは社会的責

任であると考えている。

（注1）：  IT総合戦略本部 データ流通環境整備検討会「AI、IoT時代
におけるデータ活用ワーキンググループ 中間とりまとめ」
（2017）

（注2）：  世界経済フォーラム2011年1月報告「パーソナルデータ：
新たな資産カテゴリーの出現」
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IoTで取得が容易になった様々なデータは企業の新製品開発や新サービス創出を促進すると考えられ、製造業で

もデータ流通・利活用に注目が集まっています。富士通総研も社会課題に貢献すべく産業データを活用した事業化

支援サービスに取り組んでいます。

製造業のコト売りを実現する 
産業データ利活用ビジネス

株式会社富士通総研
クロスインダストリーグループ 

マネジングコンサルタント　清水　義之

 執筆者プロフィール

清水　義之（しみず　よしゆき）
株式会社富士通総研 クロスインダストリーグループ マネジングコンサルタント

富士通株式会社入社後、製造業向けの新規事業企画や情報システム部門向けのマネジメント改革、ITガバナンスの
コンサルティングに従事。2007年富士通総研出向。現在、製造業を中心にICT技術を活用した新規事業企画、新サー
ビス検討、ICTグランドデザインを主に担当。

ケーススタディ 2
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過去の修理履歴や保全履歴といった保守・運用データ

が故障予兆に使われるというようなデータの発生源と

データの価値享受者が近いモデルは分かりやすい例です。

昨今では、そのようなモデルだけにとどまらず、各

社が取得しているデータが、近接する事業領域を超えて、

環境・交通・ヘルスケアといった社会インフラ領域や、

これまで接点の少なかった消費者に対して価値を生み

出すモデルが出てきています。

製造業各社では、自社が保有・蓄積しているデータ

を使ってうまくビジネスに転用できないか模索してい

ますが、これまでビジネス上の接点がない価値享受者

を特定し、価値検証・マネタイズ化することに課題を

抱えています。

（2）  データの標準化と他社データ活用した事業・業務 

モデルの再設計

これまで各社に蓄積されてきたIoTによるデータは基

本的には自社データが中心でした。しかし、先述のよ

うにバリューチェーン全体での最適化には、川上・川

下企業とのデータ共有や、競合他社とのデータ共有が

必要不可欠となってきており、各社ブラックボックス

化して競争領域とするデータと、オープンにして協調

領域とするデータの線引きを模索しています。しかし、

これまで各社の製品である機器の仕様や機器から生み

出されるデータは競争領域であったため、企業間での

標準化が遅れている領域でもあります。また、他社デー

タを含む新たな産業データを自社の業務に組み込むと

なると、既存業務の見直しや新たな業務プロセスが発

生し、事業モデル・業務モデルを再設計する必要があ

ります。

（3） モノ売りからコト売りへの障壁

このように、製造業は他社データも含めた産業デー

タを活用しながら、旧来から言われる「モノ売りからコ

ト売りへの変革」に大きく舵を切ろうとしています。し

かし、従来のモノ売りビジネスからサブスクリプショ

ンに代表されるサービス型のビジネスに形態を急激に

1. 概要

IoTにより取得が容易になった様々なデータは、企業

の新たな製品開発や新サービス創出を促進すると考え

られており、昨今、製造業でもデータ流通・利活用に

注目が集まっています。

経済産業省もConnected Industries（注1）の重点5分野

を中心とした事業領域において、データを共有し、利

活用するための仕組み作りに対し、産業データ活用促

進事業の補助金で後押ししています。

富士通総研もお客様との共創ビジネスや企業連合に

よるパートナーシップビジネスを通じて、社会課題に

貢献するべく、産業データを活用した事業化支援サー

ビスに取り組んでおります。

2. 課題

協調領域における産業データ流通・利活用に向けた 

機運の高まり

これまでの製造業各社のIoTに対する重点的な取り組

み領域は、いかに自社IoTビジネスで顧客データを握り、

他社への乗り換えを防止するかという顧客ロックイン

戦略としての産業データ利活用が中心でした。

しかし、昨今の高齢化社会における労働生産性向上

のような社会課題の解決や、製造から販売・消費者サー

ビスに至るバリューチェーン全体での最適化を実現す

るには、自社収益だけを追求するビジネスでは難しくなっ

ています。そのため、産業データを介して、他社とパー

トナーシップを組みながら社会課題を解決する取り組

みに各社の軸足がシフトしてきています。

以下に、このような産業データ活用を検討している

製造業各社の課題をご紹介します。

（1） 産業データのビジネス価値検証における課題

製造業では、今まで価値があると認識されずに捨て

られていた情報が多くありますが、データが価値を生

むことを認識する時代に変わってきています。例えば、
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データを活用した事業モデル・業務モデル再構築の 

ポイント

データ活用ビジネスにおいて新たに活用するデータ

や他社からのデータは、既存の基幹業務プロセスや既

存の各社基準で決められたルールに基づいたデータで

はありません。そのため、これらのデータは、品質や

精度、粒度などコントロールできない部分が多く、実

際の活用においては、様々な部門を跨いだ試行錯誤を

経ながら、データ活用における新ルールを整備するこ

とも必要となります。また、新たな提供価値に合った

売り方など、これまでの営業プロセス・契約形態も見

直す必要があり、富士通総研では、これまで培った業

種知識や業務改革の知見を活かしながら、新事業モデル・

新業務の策定までをご支援させていただいております。

コト売りに向けた実行性の高いビジネスプラン策定

データ活用ビジネスにおいて、うまく事業を立ち上

げるには、データの価値検証からのアプローチだけで

なく、自社事業・業務において容易に蓄積できるデー

タを起点としてビジネスを組み立て、スモールスター

トすることが重要となります。自社事業において自然

に蓄積されるデータを次のビジネスに活かし、さらに

そこから生み出されるデータを活用した次のビジネス

を生み出す好循環をビジネスのプランニング段階から

設計することが成功の鍵となります。

切り替えるとなると、一時的な売上が減少してしまう

ため、既存事業を抱える製造業各社はなかなかビジネ

スモデルを変革できないのも実態です。また、闇雲に

データをクラウドに蓄積し、無理にデータを活用した

新サービスを推し進めようとすると、投資期間・投資

額が大きくなりがちで、プロジェクトが途中で頓挫す

るケースも多くなっております。

3. 解決策

富士通総研では、産業データを活用した事業化支援

として「ビジネス価値検証」「事業・業務モデル再構築」「ビ

ジネスプラン策定」を支援しております。

クロスインダストリー知見に基づく産業データの 

ビジネス価値検証

製造業から生み出される産業データの価値提供先が、

近接する事業領域だけでなく社会全体に広がっており、

社会的に価値があるかについての検証がデータ活用ビ

ジネスの重要なポイントとなります。富士通総研では、

公共・社会インフラ・流通・ヘルスケアといった各業

界に知見を持ったコンサルタントが、知を結集し、価

値検証することで、製造業のお客様自身が保有しない

ノウハウやビジネスアイデア創出をご支援させていた

いております。

ケーススタディ 2
製造業のコト売りを実現する
産業データ利活用ビジネス

● 図1　企業間、業種間をつなぐデータの価値検証アプローチ
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● 図2　新業務検討領域例
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4.  産業データ流通・利活用に関する 
今後の展望

製造業を中心とする産業界におけるデータの共有・

利活用はまだ緒についたところです。筆者も産業デー

タを活用した新たなビジネス創りをご支援させていた

だいておりますが、最近ではデータの活用権やデータ

流通時の品質保証が検討テーマとなることも増えてお

ります。これまでの製造業は自社の物づくり品質にお

ける保証が中心であり、データも自社の手の内にあるデー

タのため、メーカーとして品質保証しやすい環境にあ

りました。産業データを利活用したビジネスにおいては、

他社のデータを含め、どう検査し、そこから生み出さ

れるサービスの品質をどう担保するかというデータの

信頼性に関わる議論が進められています。これを解決

するには、業界あるいは業界を超えた枠組みや第三者

機関による監査・改ざん防止の仕組みも検討していか

ねばなりません。このあたりの課題がクリアになると、

産業データの流通によるデータ駆動社会（注2）がより加速

するものと考えております。

また、モノ売りからコト売りの流れの中で、製造業

が社会に広く貢献する役割を担っていくためには、産

業データとパーソナルデータが切り離せない状況になっ

てきます。より消費者に近いパートナーと組むことで、

製造業が持つ商品から得られる様々なデータにパーソ

ナルデータを組み合わせることができるようになり、

社会にとって新たな価値を生み出すことができると考

えます。

富士通総研は、産業データを生み出す製造業企業様

に対して、データ活用ビジネスのご支援をさせていた

だきながら、本格化するデータ駆動社会に向けて、社

会課題解決に貢献していきます。

（注1）：  Connected Industries：経済産業省が提唱する我が国の
産業が目指す姿（コンセプト）。人、モノ、技術、組織等
が様々につながることにより新たな価値創出を図る世界
を指す。

（注2）：  データ駆動型社会：現実とデータが高度に連動する社会
を指す。
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新規ビジネスとイノベーションの創出による経済の活性化、データに基づく行政経営の効率化、地域課題の解決

に向けて、官民データ活用の機運が高まっています。国では、「デジタル・ガバメント推進方針」に基づき、行政の

あり方そのものをデジタル前提で見直そうとしています。また、「官民データ活用推進法」により、「一億総活躍」、「働

き方改革」、「地方創生」、「女性の活躍促進」、「国土強靭化」などの諸課題の解決に官民データの利活用を強化すると

しています。

このような背景の下、本稿では、企業が公開する「職場情報」をワンストップで提供する厚生労働省「職場情報総

合サイト」の事例をもとに、富士通総研の視点から、働き方改革の実現に向けた職場情報の活用のあり方を示します。

官民データ利活用の視点での職場情報のあり方
―厚生労働省「職場情報総合サイト」の事例から―

株式会社富士通総研
行政情報化グループ 

コンサルタント　中村　雄一

 執筆者プロフィール

中村　雄一（なかむら　ゆういち）
株式会社富士通総研 行政情報化グループ コンサルタント

2015年10月株式会社富士通総研入社。 これまで公共分野における情報化、業務改革等に関する調査・コンサルティ
ング業務に従事。近年は、主に官民連携によるデータ活用の推進・導入支援等に関わるコンサルティング業務に従事。

ケーススタディ 3
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集約し、保有主体の壁を超えて円滑に流通させること

が求められています。

2. 労働市場における課題

前項で述べたように国によるデータ活用が推進され

る一方で、労働市場におけるデータを起因とした課題

として、求職者と企業とのミスマッチ解消が挙げられ

ます。

求職者が、中立で精度の高い職場情報を得ることは、

民間の就職情報サイト等では難しく、事前に企業の就

業実態を把握できないことがミスマッチ発生の要因の

1つと考えます。リクルートキャリアの調査によると、

転職活動中に実際に知ることができた情報として、離

職率が9.4％、有給等の取得率が13.0％となっており、

就業実態が十分に取得できていない現状があります

（図1）。

また、企業の職場情報について先輩や友人たちと話

す機会がない場合や、地方在住により企業の職場情報

の入手が困難な場合、職場情報を得る機会は十分では

ありません。転職を検討する場合においても、転職経

験がない場合など、今いる職場に問題があるかの客観

的な判断が難しい場合があります。

こうした課題に対して、中立で精度の高い企業の職

場情報を効果的に求職者に提供できる手段を整備する

とともに、働き手と雇い手のより良いマッチングを実

現し、労働市場の活性化や生産性の向上につなげるこ

とが必要だと考えます。

3.  「職場情報総合サイト」による職場環境の
見える化

職場情報活用による労働市場の活性化や生産性の向

上に向けて、厚生労働省は、2018年9月28日に「職場情

報総合サイト」を開設しました。職場情報総合サイトは、

「若者雇用促進総合サイト」、「女性の活躍推進企業デー

タベース」、「両立支援のひろば」の3サイトに分かれて掲

1.  「職場情報総合サイト」の背景となる 
取り組み

「デジタル・ガバメント推進方針」・「官民データ活用

推進法」、に加えて、過酷な職場環境が一因と推察され

る過労死や自殺等、社会的な背景を受けて、厚生労働

省では、働き方改革を職場環境から促す政策に取り組

んでいます。その一歩として、省庁や制度で縦割り、

個別認定・公開されている情報を集約し、企業の職場

環境を可視化する「職場情報総合サイト」の取り組みを

進めています。

その背景として、以下2点が挙げられます。

（1） 国の官民データ活用の推進

2016年「官民データ活用推進基本法」（以下、基本法

という。）が成立し、官民データの活用に関する施策が

推進されました。官民データとは、電子データであって、

国、地方公共団体、独立行政法人、民間事業者が保有し、

事務や事業の遂行にあたり管理・提供・利用されるす

べてのデータを指します。「一億総活躍」、「働き方改革」、

「地方創生」、「女性の活躍促進」、「国土強靭化」などの諸

課題の解決に官民データの利活用を強化するとし、そ

の中の「働き方改革」の取り組みとして、厚生労働省では、

特に国民・事業者への影響が大きい職場情報に関する

データの集約化・活用を推進しています。

（2） 働き方改革を受けた社会的動向

政府が長時間労働の是正などを提唱したことや、過

酷な職場環境が一因と推察される過労死や自殺等を契

機に、働き方改革は社会的な関心事になっています。

2017年「働き方改革実行計画」では、女性活躍推進法に

基づく情報公表制度の見直し（復職制度の有無、男性の

育休取得状況の追加）等、法令による情報公開の義務化

や、認定・表彰制度を活用した働き方改革の好事例の

横展開が盛り込まれ、職場情報の可視化が進められて

きました。今後は、単なる情報公開でなく、従来、省

庁や制度ごとに縦割りで個別に公開されてきた情報を



39知創の杜 2019 Vol.1

情報を検索するだけでなく、複数の企業間の情報を比

較して検討することが必要不可欠です。職場情報総合

サイトでは、比較したい職場情報（項目）を設定するこ

とで、単なる集約検索でなく、複数の企業間の情報を

横断的に比較・検討できます。また、今後の活用を推

進していくには、オープンデータやAPIを公開していく

ことが重要になります（図3）。

富士通総研では、提供者視点での単なるデータ提供

サイトでなく、利用者視点でデータ活用が促進される

サイトの実現に向けて、求職者・ハローワークへのイ

ンタビュー調査や、プロトタイプを用いた利用者テス

載されている職場情報を収集・転載するとともに、国

の23の各種認定・表彰制度の取得情報を掲載するもの

です。企業ごとの時間外労働時間や年次有給休暇取得率、

新卒者等の採用・定着状況、平均継続勤務年数、育児・

仕事の両立支援、能力開発などの職場情報をワンストッ

プで提供することで、職場情報を横断的に比較・検索

できます。各種認定・表彰制度等のデータの集約に際

しては、用語の定義や算出方法、対象者の条件などを

明確に整備し、データ活用を進める上での前提となる

信頼性の確保に努めました（図2）。

また、職場情報を検索する際には、1つの企業の職場

ケーススタディ 3
官民データ利活用の視点での職場情報のあり方

● 図1　転職活動中に「知りたいと思っていた情報」と「知ることができた情報」
 出所：株式会社リクルートキャリア「転職決定者アンケート集計結果」（2018年5月24日）

30.5

30.5

31.9

65.9

39.6

9.4

13.0

15.7

51.3

29.6

0 10 20 30 40 50 60 70

離職率

有給等の取得率

教育・トレーニング環境や研修制度

勤務時間・残業時間

福利厚生、育児・介護休暇等の制度

知ることができた
知りたいと思っていた

（％）（n=1,201）

転職活動中に「知りたいと思っていた情報」と「知ることができた情報」（複数回答）

● 図2　「職場情報総合サイト」の全体イメージ
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企業が雇用管理の改善に取り組むインセンティブが強

化され、労働市場の活性化や生産性の向上が期待され

ます。

求職者とデータ登録企業には、以下の効果が期待さ

れます。

■求職者

•  職場情報を横断的に比較・検索できるようになり、ラ

イフスタイルや希望条件に合った企業が選択できます。

•  事前に中立で精度の高い企業の就業実態を把握するこ

とで、入社後のミスマッチの防止・解消等が期待され

ます。

■データ登録企業

•  企業情報を開示することで企業のPRにつながります。

•  雇用管理が良く、働き方改革に積極的に取り組んでい

る企業が、国の各種認定・表彰制度等からの客観的な

データで評価され、より求職者から選ばれるようにな

ることで優秀な人材獲得が期待されます。

ト等を通じて、求職者のニーズを把握し、サービス設

計への反映を支援しました。

4. 期待される効果

「デジタル・ガバメント推進方針」、「官民データ活用

推進法」、社会要求に対する政策の一環として職場情報

総合サイトを開設することにより、｢求職者や学生等が

企業について調べる→職場改善に積極的な企業ほど選

ばれる→企業が自主的な職場改善に取り組むようにな

る/職場情報を掲載するようになる｣という職場情報の活

用による好循環が生まれます（図4）。その結果として、

● 図3　企業間比較ページの画面イメージ（抜粋）
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対象の労働者全体の
有給休暇取得率
【用語説明】

株式会社○○○○○○

0000000000000

○○県

○○○○○人

製造業

ネットワーク機器・装置・システムの製造

男性：○人/○人/○人
女性： ○人/○人/○人
男女計：○人/○人/○人
離職者数：○人/○人/○人

男性：○人/○人/○人
女性： ○人/○人/○人
男女計：○人/○人/○人
離職者数：○人/○人/○人

男性：○人/○人/○人
女性： ○人/○人/○人
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0000000000000

○○県

○○○人

情報通信業

アプリケーションシステム開発

実績（月平均）：○.○時間

取得率：○○.○％

株式会社○○○○○○

0000000000000

○○県

○○○○人

製造業

電子部品製造業
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● 図4　職場改善の好循環のイメージ
 （資料：厚生労働省の資料をもとに富士通総研作成）
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ス（企業統治）といった非財務情報の関心が高まってい

ます。そこで、投資家に対してESGデータを提供する投

資情報プロバイダーや投資アドバイザリーサービス提

供者の情報収集手段として「職場情報総合サイト」の活

用が期待されます。ESG投資における職場情報の活用に

より、職場環境の整備に積極的に取り組む企業が市場

から評価を受けることで、職場情報の開示、さらには

職場改善が加速することが期待されます。

職場情報総合サイトの公開情報は、各企業が厚生労

働省に提出したデータをそのまま掲載しているので企

業が公式に発信した情報として活用可能です。また、

ESG情報プロバイダー等が、労働環境や雇用に関する情

報を入手する際に、職場情報総合サイトを活用するこ

とで、各企業のCSRレポート等の情報に加えて、正確な

情報を一括で確認することが可能になります（図5）。

6. おわりに

国や地方自治体等が保有する公共データは、これま

で国民・事業者の利便性向上に重点を置き、いかに分

かりやすく、使いやすい形で公開するかが求められて

きました。本稿で取り上げた職場情報は、求職者向け

のデータとしての活用だけでなく、地方自治体の移住・

定住促進やESG投資など様々なケースでの活用が期待さ

れます。

5.  社会的動向に対応した職場情報活用の 
可能性

「職場情報総合サイト」は、前項の期待効果以外にも、

今後の社会的動向に関連する以下のユースケースでの

活用が期待されます。

（1） 副業を希望する求職者の活用

厚生労働省では、2018年「副業・兼業に関するガイ

ドライン」を作成し、企業の対応として、原則、副業・

兼業を認める方向としています。働き方が多様化する

中で、今後、副業の採用の可否を職場情報として開示

することで、求職者の選択肢を増やすことができます。

（2） 移住・定住施策を推進する地方自治体等での活用

「職場情報総合サイト」では、本社所在地をもとに全

国の都道府県の企業の職場情報を検索できます。移住・

定住施策により地方創生を推進する地方自治体等にお

いては、各地域の魅了的な企業を検索し、移住・定住

を希望する対象者へ説明・PRするための情報収集手段

として活用できます。

（3） 投資家向けのESG（注）データとしての活用

近年、SDGsの観点をESG投資の評価指標に取り入れ

る投資家の増加に伴い、企業の環境・社会・ガバナン

ケーススタディ 3
官民データ利活用の視点での職場情報のあり方

● 図5　職場情報のESG投資での活用の流れ
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各企業のCSRレポート等公開情報



42 知創の杜 2019 Vol.1

今後、職場情報の利活用の促進には、情報掲載企業

へのインセンティブの提供や、職場情報の掲載や更新

の負荷軽減などの対応が必要です。そのうえで掲載企

業が、人材確保等のメリットを実感できる事例（ユース

ケース）が広く周知されることで、情報掲載企業が増え、

「職場情報総合サイト」の価値が高まり、真に利用され

続けるインフラになると考えます。

将来的には、職場情報総合サイトを起点に、個人の

働き方に関する就業情報（労働時間や賃金等）などのパー

ソナルデータと組み合わせることで、民間ベースで働

き方に関するデータ活用がより進んでいくのではない

かと考えます。

◆参考資料
・  「官民データ活用推進基本法」/内閣官房 

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/hourei/detakatsuyo_
honbun.html

・  「厚生労働省デジタル・ガバメント中長期計画」/厚生労働省 
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/cio/siryou/17kousei/
honbun.pdf

・  「副業・兼業の促進に関するガイドライン」/厚生労働省 
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-
Roudoukijunkyoku/0000192844.pdf

（注）： ESG：Environmental,Social,Governanceと呼ばれる取り組
みのこと。ESGは、環境や社会に配慮した取り組み、および
企業の社会的責任（CSR）を果たす取り組みのことで、これ
らの取り組みはそれが直接利益につながるわけではないが、
優れた経営を推進している「よい会社」と見なす指標になり、
持続的に成長できる企業を見分ける指標となり得る。
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